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1
特
に
そ
の
租
額
問
題
を
中
心
と
し
て
一

張

学

鋒

【
要
約
】
　
従
来
、
曹
操
の
建
仁
九
年
に
制
定
し
た
新
税
制
に
つ
い
て
は
戸
調
制
の
画
期
性
の
論
ぜ
ら
れ
る
一
方
で
田
租
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が

比
較
的
少
な
く
、
諸
史
料
に
伝
え
る
毎
畝
四
升
な
る
額
を
無
批
判
に
前
提
と
し
た
上
で
そ
の
時
代
的
特
徴
ひ
い
て
は
前
後
の
時
代
の
農
業
落
飾
と
税
鋼
ま

で
も
が
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
毎
畝
四
斗
説
を
唱
え
る
先
学
を
支
持
し
つ
つ
、
漢
代
の
畝
収
と
税
額
、
そ
の
社
会
経
済
に
齎
し
た
弊
害
と
そ

れ
の
克
服
へ
の
動
き
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
上
に
改
め
て
曹
魏
新
税
制
を
位
置
づ
け
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
得
ら
れ
た

諸
デ
ー
タ
は
、
今
後
更
に
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
農
業
生
麓
と
税
制
を
再
検
討
す
る
た
め
の
～
つ
の
基
礎
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
【
巻
穴
号
　
［
九
九
八
年
［
一
月

肖
　
曹
魏
穏
調
制
の
研
究
及
び
問
題
の
所
在

　
建
安
年
間
、
曹
操
は
申
国
北
方
統
一
の
最
中
、
新
し
い
時
代
に
適
応
す
べ
く
、
従
来
の
主
に
田
租
・
口
取
賦
を
二
本
柱
と
す
る
賦
税
体
制
を

廃
止
し
、
新
た
な
賦
税
の
徴
収
法
を
制
定
・
公
布
し
た
。
こ
の
新
し
い
賦
税
体
制
は
、
田
畝
を
単
位
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
租
と
戸
を
単
位
と
し

て
徴
収
さ
れ
る
絹
・
綿
か
ら
成
っ
て
い
た
。
こ
の
曹
操
の
「
令
」
に
は
、
西
晋
以
後
の
よ
う
な
「
調
」
と
い
う
税
目
名
は
用
い
ら
れ
な
い
も
の

の
、
戸
単
位
で
の
絹
・
綿
の
徴
収
は
事
実
上
の
「
調
」
の
内
容
に
合
致
す
る
た
め
、
「
曹
田
租
調
制
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
新
し
い
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租
調
徴
収
法
の
明
確
な
記
載
は
『
三
国
志
』
巻
一
「
留
書
・
武
帝
紀
」
建
安
着
（
二
〇
四
）
年
九
月
の
条
、
装
注
引
く
『
壁
書
』
に
曹
操
の
「
令
」

と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
国
を
有
ち
家
を
有
つ
者
は
屡
な
き
を
患
え
ず
し
て
均
し
か
ら
ざ
る
を
患
う
、
貧
し
き
を
患
え
ず
し
て
安
ん
ぜ
ざ
る
を
患
う
。
草
藁
の
治
む
る
や
、
豪
強
を

　
　
し
て
搬
恣
な
ら
し
め
、
親
戚
兼
併
し
、
下
民
貧
弱
に
し
て
代
り
て
租
賦
を
出
だ
す
、
家
財
を
街
暮
す
る
も
命
に
応
ず
る
に
足
ら
ず
。
審
配
の
宗
族
は
乃
ち

　
　
罪
人
を
蔵
匿
し
適
逃
の
主
と
為
る
に
至
る
。
百
姓
の
親
附
し
、
甲
兵
強
盛
な
ら
ん
と
欲
望
す
る
も
量
に
得
ぺ
け
ん
や
。
其
れ
田
租
を
収
む
る
こ
と
畝
ご
と

　
　
に
四
升
、
戸
ご
と
に
絹
を
出
だ
す
こ
と
二
匹
、
綿
繭
斤
の
み
に
し
て
、
他
は
檀
い
ま
ま
に
興
発
す
る
を
得
ざ
れ
。
郡
国
の
守
相
は
明
ら
か
に
之
を
検
察
し
、

　
　
強
民
を
し
て
隠
蔵
す
る
所
有
り
、
弱
民
を
し
て
賦
を
兼
ね
し
む
る
こ
と
無
か
れ
。

　
『
晋
書
』
巻
二
六
「
食
貨
志
」
に
は
曹
操
の
令
に
基
づ
い
て
銀
鮒
の
租
調
制
を
簡
略
に
記
し
て
い
る
。

　
　
初
め
て
裳
氏
を
平
ら
ぎ
、
以
て
皇
都
を
定
む
る
に
及
び
、
田
租
を
収
め
し
む
る
こ
と
畝
ご
と
に
粟
四
升
、
戸
ご
と
に
絹
二
匹
に
し
て
綿
二
軸
、
余
は
皆
な

　
　
檀
い
ま
ま
に
興
し
、
強
き
を
蔵
し
弱
き
に
賦
す
を
得
ず
。

　
ま
た
、
『
通
典
』
巻
四
「
賦
税
上
」
に
も
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
章
章
の
初
め
て
裳
紹
を
三
都
に
平
ら
ぐ
や
、
田
租
を
収
め
し
む
る
こ
と
畝
ご
と
に
粟
四
升
、
戸
ご
と
に
絹
二
疋
、
綿
二
斤
、
余
は
撹
興
す
る
を
得
ず
。

　
以
上
に
拠
れ
ば
、
こ
の
租
調
令
が
文
献
に
初
め
て
現
れ
た
の
は
、
曹
操
が
蓑
紹
勢
力
を
完
全
に
壊
滅
さ
せ
た
建
安
九
年
九
月
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
薪
し
い
稚
調
徴
収
法
の
案
出
や
施
行
は
建
安
九
年
以
前
に
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
即
ち
、
吉
田
虎
雄
氏
や
唐
長
客
氏
は
、
戸
当
制
は
建
安
三
～
五
年
に
既
に
差
響
の
勢
力
圏
で
施
行
さ
れ
、
そ
れ
が
蓑
紹
滅
亡
後
河
北
に
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
推
進
さ
れ
た
と
い
う
。

　
一
方
、
「
収
田
租
畝
四
升
」
な
る
薪
た
な
田
租
の
規
定
は
建
安
五
年
十
月
以
後
間
も
な
い
時
期
に
始
ま
っ
た
こ
と
が
高
敏
氏
に
よ
り
指
摘
さ

　
　
　
　
②

れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
諸
氏
の
説
は
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
新
法
が
建
て
前
上
漢
王
朝
の
大
将
軍
で
あ
っ
た
曹
操
の
「
令
」
か
ら
、
国
家
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の
正
規
の
租
賦
制
度
と
し
て
完
全
に
確
立
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
や
や
時
問
が
か
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
重
安
年
間
、
従
来
の
落
懸
の
租
賦

制
度
が
一
掃
さ
れ
た
か
否
か
、
曹
操
の
新
法
が
徹
底
さ
れ
た
か
否
か
、
と
言
っ
た
点
に
つ
い
て
再
考
の
余
地
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
曹
　
が

魏
王
朝
を
建
国
し
て
後
、
曹
操
時
代
に
制
定
さ
れ
た
こ
の
新
説
調
法
が
魏
王
朝
の
租
賦
制
度
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
の
は
疑
い
な
い
。

　
従
来
、
漢
宋
三
国
期
の
土
地
・
税
制
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
屯
田
制
下
の
国
家
的
土
地
所
有
の
注
目
さ
れ
る
一
方
で
、
土
地
私
有
、
就
中
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

租
に
関
し
て
は
比
較
的
注
目
を
浴
び
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
国
家
的
土
地
所
有
の
拡
大
に
よ
る
土
地
私
有
の
比
重
低
下
、
及
び
、
新

た
に
出
現
し
た
戸
調
制
に
寒
し
て
田
租
が
従
来
よ
り
存
続
し
て
き
た
税
目
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
今
一
つ
重
要
な
原
因
は
、
史
料
に
伝

え
る
畝
四
升
な
る
租
額
へ
の
無
批
判
な
信
頼
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
額
面
に
全
幅
の
信
頼
を
置
き
、
そ
の
前
提
の
上
に
長
丘
税
制
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
特
徴
を
議
論
し
た
研
究
が
従
来
少
な
く
な
か
っ
た
。
更
に
毎
畝
四
升
な
る
デ
ー
タ
へ
の
絶
対
の
信
頼
は
、
後
述
の
よ
う
に
六
朝
は
無
論
、
漢

代
の
畝
収
と
税
制
の
理
解
に
も
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
デ
ー
タ
に
管
見
の
限
り
始
め
て
疑
義
を
呈
し
た
の
は
賀
贔
群
氏
で
あ
る
。
氏
は
一
九
五
八
年
、
「
升
斗
弁
」
に
お
い
て
、
「
四
升
」
は
明

ら
か
に
「
四
斗
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
う
認
め
た
上
で
は
じ
め
て
曹
魏
右
軸
制
は
歴
史
の
流
れ
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
得
る
、

　
　
　
　
　
⑤

と
賀
氏
は
い
う
。

　
氏
の
所
論
は
「
升
」
と
「
斗
」
と
の
互
誰
の
弁
明
に
重
き
が
置
か
れ
て
お
り
、
曹
魏
語
調
制
の
租
額
の
制
度
的
究
明
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
指
摘
は
単
に
曹
魏
税
制
の
税
額
を
訂
正
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
前
後
の
時
代
の
税
制
、
ひ
い
て
は
曹
魏
税
制
の
歴
史
的
背
景
に
つ

い
て
も
再
度
の
検
討
を
要
請
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
升
二
軍
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
五
八
年
か
ら
七
十
年
代
末
期
に

至
る
ま
で
の
大
量
の
論
著
の
中
で
、
同
説
は
学
界
で
然
る
べ
き
評
価
を
得
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　
再
び
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
周
館
林
氏
で
あ
る
。
周
氏
は
一
九
八
二
年
「
雨
蓋
畝
収
租
四
升
弁
誤
」
の
中
で
、
再
度
「
四
升
」
を
四

　
　
　
　
　
　
⑥

斗
の
誤
り
と
し
た
。
た
だ
、
周
氏
は
賀
昌
群
氏
の
論
文
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
そ
の
後
間
も
な
く
、
同
年
に
批
判
論
文
二
本
が
出
さ
れ
た
。
一
つ
は
衷
剛
・
七
型
輝
両
氏
の
「
曹
魏
畝
収
集
四
升
質
疑
」
、
一
つ
は
楊
一
民

108 （886）
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⑧

氏
の
「
也
去
勢
魏
租
調
」
。
衰
・
傅
論
文
は
周
氏
へ
の
反
論
と
し
て
周
隠
男
論
文
中
の
誤
り
数
ヵ
所
を
指
摘
す
る
が
、
蓑
・
傅
論
文
自
身
問
題

点
は
少
な
く
な
い
。
蓑
・
傅
論
文
は
富
国
林
論
文
の
根
本
的
否
定
に
成
功
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
楊
一
民
論
文
は
ご
く
短
く
、
立
論
も
一
般
論

に
止
ま
っ
て
い
る
た
め
、
蓑
・
傅
論
文
と
同
様
に
、
両
国
林
論
文
を
否
定
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
同
年
末
、
周
氏
は
改
め
て
「
曹
魏
不
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

租
調
制
度
的
考
実
與
評
価
」
の
中
で
、
「
収
田
租
畝
四
斗
」
の
租
制
を
当
時
の
歴
史
の
潮
流
の
申
に
総
合
的
に
位
置
づ
け
た
。
そ
の
後
も
た
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
び
、
周
期
は
自
ら
の
見
解
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
き
た
。
し
か
し
、
八
二
年
の
ご
く
短
い
論
争
以
後
今
日
至
る
ま
で
、
賀
・
周
両
氏
が
先
後
提
唱

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
た
「
収
田
租
落
前
斗
」
（
傍
点
は
筆
者
が
加
え
た
、
下
毛
）
説
は
な
お
学
界
で
重
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
適
切
な
批
判
も
な
け
れ

ば
、
　
歩
進
ん
だ
検
討
も
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
筆
者
は
基
本
的
に
賀
昌
群
・
寒
国
林
両
氏
の
意
児
を
支
持
す
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
基
本
認
識
、
例
え
ば
畝
制
・
畝
当
た
り
の
収
量
、

自
作
農
経
営
の
生
産
性
及
び
一
部
の
史
料
に
対
す
る
理
解
な
ど
に
お
い
て
は
、
賀
・
周
両
氏
、
特
に
新
語
林
論
文
と
意
見
を
異
に
す
る
。
本
稿

で
は
、
ま
ず
、
周
説
及
び
そ
れ
へ
の
反
論
を
紹
介
し
た
上
で
、
新
た
な
観
点
か
ら
垂
下
の
補
強
を
試
み
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
曹
操
の
税
制
改
革

の
意
図
と
そ
の
背
後
に
あ
る
漢
代
賦
税
制
度
の
も
た
ら
し
た
弊
害
に
つ
い
て
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
よ
り
、
曹
魏
租
調
制
度
を
当
時
の
歴
史
的

現
実
の
中
に
位
置
づ
け
直
し
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

①
吉
田
虎
雄
『
聴
罪
南
北
朝
租
税
の
研
究
』
、
大
阪
屋
書
店
、
一
九
四
三
年
、
頁

　
九
。
麿
長
儒
「
魏
晋
芦
品
制
及
其
頃
変
扁
、
『
魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
』
所
収
、
坐

　
活
・
読
書
・
新
知
露
場
書
店
、
～
九
五
五
年
、
四
六
〇
。

②
高
敏
「
曹
魏
租
調
制
拾
零
」
、
『
史
学
月
刊
』
一
九
八
二
年
第
五
期
初
嵐
、
後
氏

　
の
糊
魏
晋
南
北
朝
社
会
経
済
史
探
討
㎞
（
人
民
繊
版
社
、
　
一
九
八
七
年
）
所
収
、

　
頁
五
七
一
七
九
。
ま
た
、
氏
が
主
席
し
た
『
魏
晋
南
北
朝
経
済
史
』
（
上
海
入
民

　
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
第
九
章
に
再
収
。

③
こ
の
時
期
の
土
地
私
有
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
自
作
農
経
営
に
関
し
て
は
、
そ

　
の
着
眼
点
は
多
く
地
方
廉
吏
が
流
民
の
招
来
、
農
桑
の
奨
励
、
水
利
施
設
の
造

　
営
・
修
復
な
ど
の
方
策
に
よ
っ
て
自
作
農
経
営
を
育
て
上
げ
、
も
し
く
は
恢
復
さ

　
せ
る
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
黎
虎
コ
鴻
國
時
期
的
自
耕
農
経
済
」

　
（
『
北
京
師
範
大
学
学
報
』
　
一
九
八
四
年
第
二
期
）
、
前
掲
高
敏
劇
詩
『
指
枕
南
北

　
朝
経
済
史
』
（
頁
二
八
七
－
一
一
九
六
）
な
ど
が
あ
る
。

④
例
え
ば
、
李
剣
農
剛
魏
灘
南
北
朝
賄
唐
経
済
史
稿
』
（
中
華
書
局
、
一
九
六
三

　
年
、
頁
　
｝
九
・
一
一
　
八
）
、
朱
紹
侯
『
魏
晋
南
北
朝
土
地
制
度
與
階
級
関
係
』

　
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
頁
四
八
）
、
注
②
前
掲
高
敏
主
編
『
魏
晋

　
南
北
朝
経
済
史
』
（
頁
四
六
〇
・
四
七
ヨ
）
な
ど
が
あ
る
。

⑤
賀
昌
群
「
升
再
製
」
、
『
歴
史
研
究
』
一
九
五
八
年
第
六
期
。
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⑥
周
國
林
「
曹
語
論
収
租
四
升
弁
誤
」
、
『
江
漢
論
壇
』
一
九
八
二
年
第
一
期
。

⑦
衷
鰯
・
傅
克
輝
「
蕾
魏
畝
収
租
四
升
質
疑
扁
、
『
親
署
論
壇
』
一
九
八
累
年
第
七

　
期
。

⑧
揚
一
民
「
也
談
話
魏
平
調
」
、
『
江
漢
論
壇
隔
一
九
八
二
年
第
七
期
。

⑨
周
国
語
「
曹
魏
篭
耳
租
調
制
度
的
考
倒
幕
評
価
」
、
『
華
中
師
院
学
報
』
一
九
八

　
工
年
増
刊
号
「
中
国
歴
史
文
献
研
究
輯
刊
」
。

⑩
型
崩
林
「
東
寺
租
調
制
度
若
干
問
題
唇
弁
扁
、
『
華
中
師
範
大
学
学
報
』
一
九
八

　
六
年
第
五
期
。
「
西
晋
田
租
研
究
回
顧
與
思
考
駄
、
凹
中
国
史
研
究
動
態
』
～
九
八

　
八
年
第
～
○
期
。
「
西
晋
両
類
郡
縣
農
民
説
権
議
」
、
中
国
魏
晋
南
北
朝
史
学
会
編

　
㎎
魏
習
南
北
朝
論
文
集
』
（
済
南
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
、
頁
八
六

　
一
一
〇
　
。
「
西
中
諸
侯
四
分
食
一
瞥
考
」
、
『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
隔
一
九
九

　
一
年
第
四
期
。
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二
　
周
国
林
氏
の
「
畝
収
四
斗
」
説
と
学
界
に
お
け
る
批
判

　
既
述
の
通
り
、
周
国
林
氏
が
曹
魏
租
調
制
の
田
租
額
の
「
収
田
租
畝
四
升
」
が
「
収
田
租
畝
四
斗
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
再
び
指
摘
し
た

の
は
一
九
八
二
年
　
月
の
「
曹
魏
畝
収
租
四
升
弁
誤
」
に
於
い
て
で
あ
る
（
以
下
「
弁
誤
」
と
略
称
）
。
同
年
末
、
ま
た
「
曹
魏
西
晋
租
調
制
的

考
案
與
評
価
」
（
以
下
「
評
価
」
と
略
称
、
ま
た
前
掲
「
弁
誤
」
と
合
わ
せ
て
「
正
文
」
と
略
称
）
を
出
し
、
前
の
見
解
を
宿
許
時
期
の
租
賦
制
度
の
展

開
の
流
れ
に
お
い
て
更
に
強
調
し
た
。
「
両
文
」
で
、
周
国
論
氏
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
雲
影
の
「
三
十
税
こ
と
い
う
田
租
の
軽
さ
は
農
民
に
は
決
し
て
利
益
を
も
た
ら
し
て
は
お
ら
ず
、
実
際
に
は
大
量
の
賦
税
が
人
頭
税
の
か

た
ち
で
個
々
の
農
民
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
。
特
に
後
漢
に
入
る
と
、
「
三
十
税
こ
の
軽
額
田
租
は
、
世
家
豪
族
地
主
経
済
の
大
き
な
発
展

を
助
け
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
国
家
の
語
っ
た
大
量
の
労
働
力
は
、
後
漢
末
軍
閥
論
拠
戦
争
の
経
済
的
基
盤
と
な
っ
た
。
故
に
、
両
冷
評
賦
制

度
の
改
革
は
歴
史
の
必
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
の
目
的
は
、
時
宜
に
適
さ
な
く
な
っ
た
「
三
十
税
こ
制
の
廃
止
と
、
「
租
税
什
一
」
制
の

恢
復
に
よ
り
、
財
政
収
入
を
増
や
し
、
軍
用
と
吏
禄
を
満
た
す
に
あ
り
、
決
し
て
田
租
を
軽
減
し
て
豪
族
地
主
に
更
な
る
利
益
を
与
え
る
こ
と

に
は
な
い
。
曹
操
の
新
馬
調
制
の
収
奪
原
則
は
、
「
不
患
虚
語
患
不
均
、
不
鋼
重
而
患
不
安
」
、
即
ち
、
政
府
の
財
政
収
入
額
を
支
出
額
よ
り
や

や
高
く
し
、
人
民
の
負
担
過
重
と
大
量
の
剰
余
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
以
上
を
基
本
認
識
と
し
た
上
、
「
爾
文
」
は
次
の
各
説
に
於
い
て
具
体
的
論
証
を
進
め
る
。



曹魏租調制度についての～考察（張）

　
1
、
当
時
の
推
定
戸
数
五
四
万
戸
、
平
均
耕
作
畝
数
七
〇
畝
の
も
と
、
四
升
／
畝
で
は
国
家
の
推
定
歳
出
を
遠
く
満
た
さ
な
い
。

　
2
、
漢
意
の
平
均
畝
収
三
～
五
斜
に
対
す
る
四
升
の
賢
母
ば
「
三
十
税
一
」
よ
り
遙
か
に
低
く
、
曹
操
新
子
馬
面
の
理
念
に
反
す
る
。

　
3
、
「
収
田
租
畝
四
升
」
な
ら
、
諸
要
素
か
ら
考
え
て
、
農
民
の
壬
生
に
大
量
の
剰
余
糧
が
生
じ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
封
建
的
収
奪
体
制

下
で
は
有
り
得
な
い
。

　
4
　
曹
操
の
幕
僚
と
な
っ
た
仲
長
潟
『
樹
霜
・
損
益
篇
』
に
「
も
し
畝
ご
と
に
三
盛
を
取
り
、
解
ご
と
に
～
斗
を
取
る
も
未
だ
甚
だ
多
き
と

は
為
さ
ず
」
、
「
法
制
を
為
り
、
画
　
に
科
を
定
め
、
租
は
十
の
一
を
税
し
、
更
賦
は
騒
の
如
く
す
べ
し
」
と
の
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
が
曹
操
の

政
策
に
影
響
に
与
え
た
と
す
れ
ば
、
畝
収
四
斗
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
以
上
よ
り
、
周
氏
は
書
論
租
調
制
の
「
収
田
租
畝
四
升
」
が
実
は
「
収
田
租
畝
四
斗
」
の
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
り
が

お
こ
る
の
は
「
升
」
と
「
斗
」
の
隷
書
の
字
形
の
近
似
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
唐
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
為
書
』
・
『
恩
典
臨
は
み
な

「
収
田
租
畝
四
升
」
に
作
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
誤
り
は
少
な
く
と
も
唐
以
前
に
起
こ
っ
た
と
推
測
す
る
。
（
同
様
の
見
解
は
賀
昌
群
氏
も
「
升
斗

弁
」
で
既
に
提
示
し
て
い
る
。
）

　
最
後
に
、
周
国
算
氏
は
曹
魏
の
「
収
田
租
畝
四
斗
」
換
言
す
れ
ば
「
租
税
什
一
」
が
六
朝
の
田
租
制
度
へ
与
え
た
影
響
に
も
簡
単
に
言
及
す

る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
A
　
東
晋
成
帝
朝
の
「
取
十
分
之
一
］
と
い
う
税
率
は
曹
魏
程
調
制
と
一
致
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
B
　
南
朝
梁
・
陳
時
期
の
税
米
制
も
曹
魏
租
調
制
と
一
致
す
る
。
米
二
斗
は
粟
四
斗
に
あ
た
る
か
ら
で
あ
る
。

　
C
　
北
魏
太
和
八
（
四
八
四
）
年
の
百
官
俸
禄
制
に
見
え
る
一
戸
当
た
り
の
田
租
二
二
・
軽
石
は
周
氏
の
推
算
す
る
曹
疏
影
調
制
下
の
二
八

　
　
　
③

解
に
近
い
。

　
先
述
の
よ
う
に
、
「
弁
誤
」
が
発
表
さ
れ
る
と
直
ち
に
、
衷
剛
・
傅
克
輝
両
氏
の
「
曹
早
早
収
租
四
升
質
疑
」
と
場
一
民
氏
の
「
話
談
曹
魏

情
調
」
が
論
説
へ
の
反
駁
を
加
え
た
。
衷
・
傅
論
文
は
周
氏
の
指
摘
中
、
四
升
／
畝
の
収
奪
量
が
さ
ほ
ど
重
く
は
な
い
こ
と
、
又
四
升
／
畝
で
は

111 （889）



政
府
の
歳
出
を
遠
く
満
た
さ
な
い
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
二
点
の
み
を
理
由
に
升
を
斗
に
改
め
る
こ
と
に
難
を
呈
す
る
。
主
な
論
拠
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
8
　
世
説
の
第
1
・
2
点
に
関
し
て
。
曹
魏
の
税
制
は
田
租
よ
り
戸
調
に
重
き
を
置
き
、
面
謝
額
は
粟
換
算
で
田
租
の
四
・
五
倍
に
上
っ
た
。

　
口
　
同
国
4
点
に
関
し
て
。
仲
継
統
の
曹
操
政
権
参
画
時
期
は
薪
租
調
令
発
布
後
で
、
し
か
も
当
時
の
彼
の
年
齢
か
ら
見
て
『
畠
言
撫
は
よ

り
後
年
の
執
筆
に
な
る
と
思
わ
れ
、
同
書
中
の
議
論
が
曹
操
に
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え
得
な
い
。
寧
ろ
こ
れ
は
曹
操
の
新
税
制
に
対
し
属
せ

ら
れ
た
と
も
見
ら
れ
、
然
ら
ば
一
層
「
四
升
」
の
可
能
性
が
高
い
。

　
日
　
周
国
林
「
恩
寵
」
の
最
後
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
傍
証
史
料
に
対
し
て
も
、
蓑
・
傅
論
文
は
一
一
論
駁
す
る
。

　
　
鋤
　
白
書
食
貨
志
な
ど
に
見
え
る
東
園
成
帝
期
の
「
粟
田
細
米
」
の
税
額
は
六
升
で
あ
り
、
黒
蜜
林
「
弁
誤
」
の
主
張
し
た
「
四
斗
」
で

　
　
　
　
　
④

　
　
　
は
な
い
。

　
　
個
　
階
書
食
貨
志
に
記
す
南
朝
の
税
米
二
斗
／
畝
は
、
『
通
典
』
巻
五
・
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
七
の
二
升
／
畝
が
正
し
い
。
（
な
お
こ
の

　
　
　
額
は
田
租
の
付
加
税
と
さ
れ
る
。
）

　
　
◎
　
魏
書
食
貨
志
に
見
え
る
「
戸
」
は
い
わ
ゆ
る
「
宗
主
面
上
制
」
下
の
「
或
い
は
百
室
戸
を
合
し
、
或
い
は
千
丁
籍
を
共
に
す
」
と
い

　
　
　
つ
た
大
戸
で
あ
り
、
曹
魏
と
の
比
較
は
で
き
な
い
。

　
更
に
裳
・
傅
論
文
は
両
晋
南
北
朝
階
唐
時
期
の
田
租
額
を
表
に
し
て
、
西
晋
か
ら
唐
前
期
に
至
る
ま
で
、
田
租
額
は
通
常
～
畝
当
た
り
一
斗

以
下
に
掬
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
、
自
説
を
補
強
し
周
説
の
誤
り
を
い
う
。

　
以
上
で
、
曹
魏
租
回
章
の
田
租
額
が
「
四
斗
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
周
宝
林
側
の
意
見
と
こ
れ
に
反
論
す
る
蓑
・
傅
側
の
意
見
は
、
明

ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
批
判
側
の
指
摘
に
も
尤
も
な
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
上
掲
の
口
と
日
一
㈲
。
周
氏
が
仲
長
統
の
『
昌
奮
・
損
益
篇
』
中
の
租
賦
改
革
の
議
論

を
曹
操
の
新
租
望
事
の
制
定
と
直
接
に
結
び
つ
け
た
の
は
確
か
に
短
絡
的
で
あ
り
、
『
後
漢
書
』
本
伝
に
周
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
因
果
関
係
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曹魏租調捌度についての一考察（張）

は
見
当
た
ら
な
い
。
更
に
、
周
氏
の
『
階
書
』
中
「
其
の
田
は
、
畝
ご
と
に
米
二
斗
を
税
す
扁
と
の
記
事
の
理
解
も
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
批
判
側
の
意
見
に
も
検
討
す
る
余
地
は
多
い
。
後
述
の
よ
う
に
、
曹
魏
租
調
制
の
囲
意
企
や
戸
調
額
な
ど
を
検

討
す
る
に
当
た
っ
て
、
減
価
政
府
が
田
租
・
戸
調
い
ず
れ
に
重
き
を
置
い
た
か
、
或
い
は
戸
調
の
絹
二
期
目
綿
二
斤
が
何
心
の
穀
物
に
値
す
る

の
か
、
と
い
っ
た
検
討
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
。
ま
し
て
、
仲
長
統
の
租
賦
改
革
議
論
の
向
け
ら
れ
た
対
象
が
虹
鱒
雄
心
制
度
、
曹
操
の

新
制
い
ず
れ
に
あ
っ
た
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
議
論
解
決
の
手
が
か
り
と
す
る
の
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
。

　
我
々
は
こ
れ
ら
脆
弱
な
根
拠
へ
の
依
拠
を
避
け
、
よ
り
大
き
な
歴
史
的
背
景
か
ら
曹
操
の
新
税
制
の
意
図
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か

ら
曹
魏
新
税
制
下
の
田
租
額
も
自
ず
と
確
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下
に
、
漢
代
の
税
制
と
そ
の
社
会
の
変
化
へ
の
影
響
、
そ
こ
か
ら
齋
さ

れ
る
弊
害
、
そ
し
て
そ
の
克
服
へ
の
動
き
と
い
っ
た
面
か
ら
曹
魏
薪
税
制
の
成
立
の
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
①
㎎
疎
薄
』
巻
二
六
「
食
貨
志
野
に
、
門
聖
帝
始
度
百
姓
田
、
取
十
分
之
一
、
率
　

調
外
之
費
。
至
是
戸
増
吊
三
匹
、
粟
二
石
音
斗
、
以
為
官
司
猛
省
」
と
あ
る
。

　
　
畝
税
米
三
升
」
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
衷
・
傅
論
文
は
「
率
畝
税
米
三
升
」
と
い
う
一
文
の
門
三
升
」
が
実
は
門
三

　
②
『
陥
書
』
誉
西
門
食
貨
志
」
に
、
「
其
田
、
畝
税
米
二
斗
扁
と
あ
る
。
　
　
　
斗
扁
の
誤
り
と
い
う
学
界
の
晃
解
を
と
ら
ず
、
畝
当
た
り
の
税
調
は
三
升
、
穀
に

　
③
『
魏
書
』
巻
＝
○
「
食
貨
志
」
に
、
門
先
是
天
下
戸
以
九
繍
混
通
、
戸
調
吊
　

換
算
す
れ
ば
六
升
に
当
た
る
か
ら
、
皇
帝
期
の
「
度
田
蔵
米
」
の
税
額
は
六
升
で

　
　
二
匹
、
累
二
斤
、
糸
一
斤
、
粟
二
十
石
。
又
入
吊
～
匹
二
丈
、
委
長
州
庫
、
以
供
　
　
　
　
　
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

三
　
漢
代
租
賦
制
度
に
お
け
る
弊
害
と
後
漢
以
来
の
改
革
の
動
き

日
　
漢
代
租
賦
制
度
と
そ
こ
に
潜
ん
だ
危
機

　
周
知
の
よ
う
に
、
漢
代
の
租
賦
の
基
本
的
構
成
は
田
畝
か
ら
徴
収
す
る
田
租
と
人
口
か
ら
徴
収
す
る
算
賦
・
口
賦
で
あ
る
。
原
則
上
、
前
者

は
実
物
で
徴
収
さ
れ
る
農
業
収
益
税
で
、
後
者
は
貨
幣
で
徴
収
さ
れ
る
人
頭
税
で
あ
る
。
漢
代
の
田
租
と
嚢
胚
・
口
賦
に
つ
い
て
は
細
大
な
先

行
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
十
分
の
敬
意
を
表
す
る
の
は
無
論
だ
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
そ
の
整
理
・
紹
介
は
省
略
し
、
以
下
、
必
要
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限
度
内
で
、
漢
代
租
賦
制
度
研
究
中
、
本
文
に
直
接
関
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
、

租
賦
制
度
に
潜
ん
で
い
た
危
機
を
探
り
出
し
た
い
。

筆
者
自
身
の
立
場
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
漢
代

214 （892）

　
一
　
田
租
と
そ
の
付
加
税
と
し
て
の
鋤
藁
税
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
い
う
租
は
税
と
岡
義
で
、
小
作
農
が
地
主
に
納
め
る
地
租
で
は
な
く
、
政
府
が
土
地
所
有
者
に
課
す
る
土
地
税
或
い
は
農
業
収
益
税

で
あ
る
。
便
宜
上
、
本
文
も
こ
の
土
地
税
或
い
は
農
業
収
益
税
を
租
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
無
論
、
土
地
所
有
者
と
は
広
範
な
自
作
小
農
民

か
ら
免
税
特
権
を
持
た
な
い
大
・
中
土
地
所
有
者
ま
で
を
も
含
ん
で
い
る
。

　
竹
製
、
つ
ま
り
田
租
の
軽
減
は
漢
王
朝
が
一
貫
し
て
と
っ
て
い
た
政
策
で
あ
る
。
朱
・
周
密
『
斉
東
野
語
』
巻
一
「
漢
租
最
軽
」
の
次
の
一
節

は
今
人
の
研
究
に
も
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
。
「
井
田
の
法
の
廃
せ
ら
れ
て
侍
り
、
賦
名
日
ご
と
に
繁
く
、
惣
別
ん
ど
生
を
倒
し
ま
ず
。
余
嘗
て

夷
評
す
る
に
、
在
昔
、
独
り
両
漢
の
み
最
も
軽
し
、
惟
に
後
世
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
の
み
に
は
非
ず
、
三
代
と
錐
も
亦
た
及
ば
ざ
る
所
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

前
漢
政
権
を
建
国
し
て
間
も
な
く
、
漢
の
高
祖
は
租
率
を
一
五
分
半
一
に
下
げ
た
。
こ
の
「
什
担
税
一
」
策
制
定
以
後
、
一
時
的
に
租
率
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

度
上
げ
た
も
の
の
、
次
の
恵
帝
の
元
（
前
～
九
四
）
年
に
再
び
「
田
租
を
減
じ
、
復
た
管
理
し
て
一
を
税
す
」
、
つ
ま
り
「
什
五
税
こ
策
を
恢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

復
さ
せ
た
。
さ
ら
に
文
帝
二
（
前
一
七
八
）
年
と
一
一
一
（
前
一
六
八
）
年
に
二
回
に
わ
た
っ
て
従
来
の
田
租
を
半
減
し
、
し
た
が
っ
て
租
率
は
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

実
上
三
十
分
の
一
ま
で
下
が
っ
た
の
で
あ
る
。
元
来
臨
時
的
な
田
租
半
減
策
は
景
膝
元
（
前
　
五
六
）
年
に
定
制
と
な
っ
た
。
以
後
、
前
漢
一

代
に
わ
た
っ
て
、
田
租
の
徴
収
率
の
変
更
は
見
ら
れ
な
い
。

　
漢
代
田
租
の
軽
さ
と
は
、
む
ろ
ん
前
後
の
時
代
と
比
較
し
た
上
で
あ
る
。
上
代
の
四
租
率
と
徴
収
方
法
は
現
在
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
。
漢
書

食
貨
志
に
引
く
董
仲
紆
の
言
に
、
「
古
え
は
民
に
税
す
る
こ
と
什
に
一
を
過
ぎ
ず
、
其
の
供
し
易
き
を
求
む
。
…
…
秦
に
至
れ
ば
則
ち
然
ら
ず
、

落
零
の
法
を
用
い
、
帝
王
の
制
を
詰
む
。
一
歳
の
落
成
、
一
歳
の
力
役
、
煮
え
に
三
十
倍
す
。
田
租
口
賦
、
塩
鉄
の
利
は
、
古
え
に
二
十
倍
す
。

或
い
は
豪
民
の
田
を
耕
や
し
、
什
に
五
を
税
せ
ら
る
」
と
あ
る
。
食
貨
志
に
は
又
班
固
の
次
の
よ
う
な
言
も
引
く
、
「
始
皇
の
遂
に
天
下
を
併
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す
に
至
り
、
内
は
手
作
を
興
し
、
外
は
夷
狭
を
穰
い
、
泰
半
の
賦
を
収
め
、
閣
左
の
戌
を
発
す
」
と
。
ま
た
、
『
准
南
子
・
兵
略
訓
』
に
は
、

秦
二
世
の
時
に
、
「
泰
半
の
賦
」
を
徴
収
し
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
。
更
に
、
後
漢
書
郡
立
志
引
く
『
帝
王
世
系
』
に
も
、
「
参
夷
の
刑
を
行
い
、

上
半
の
賦
を
収
む
」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
記
載
を
残
す
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
秦
代
の
租
賦
の
二
重
さ
を
物
語
る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
引
か
れ
て
き

た
。
高
敏
氏
は
、
以
上
の
史
料
に
よ
り
、
秦
が
「
無
害
の
賦
」
を
遂
行
し
た
の
は
始
皇
帝
が
全
国
を
統
一
し
て
間
も
な
い
あ
る
時
期
か
ら
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

始
皇
帝
三
一
（
前
一
＝
六
）
年
の
「
使
贈
首
自
牛
田
」
政
策
の
実
施
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
す
る
、
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
代
人
の

秦
の
苛
政
に
対
す
る
記
載
に
は
感
情
的
な
誇
張
が
多
分
に
含
ま
れ
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
秦
代
租
賦
の
真
実
を
語
る
も
の
と
し
て
見
る
の
は
危
険

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
寒
星
鍔
の
言
だ
け
を
見
て
も
、
力
役
が
「
古
え
に
三
十
倍
す
」
、
田
租
・
口
底
・
塩
豆
が
「
古
え
に
二
十
倍
す
」
と
は
明

ら
か
に
一
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
、
「
古
え
に
二
十
倍
す
」
る
租
賦
で
は
「
或
い
は
豪
民
の
田
を
耕
や
し
、
什
に
五
を
税
せ
ら
る
」
と
の
関
係
が

全
く
解
釈
で
き
な
い
。
秦
代
に
お
い
て
、
王
朝
末
の
混
乱
期
一
時
的
に
田
租
の
加
重
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
も
の
の
、
通
常
の
規
定
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

田
租
徴
収
率
は
依
然
「
什
　
の
税
」
に
維
持
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
総
代
以
来
の
伝
統
的
な
「
什
～
遠
藤
」
の
税
率

と
比
べ
れ
ば
、
漢
初
の
「
什
五
税
こ
、
特
に
亡
帝
以
後
漸
く
定
制
と
な
っ
た
「
三
十
税
一
」
と
い
っ
た
税
率
は
極
め
て
軽
く
、
後
世
ま
で
賞

賛
さ
れ
続
け
て
き
た
の
も
無
理
は
な
か
ろ
う
。

　
景
異
朝
以
後
「
三
十
税
こ
制
下
の
～
畝
に
当
た
り
の
田
租
額
に
つ
き
、
従
来
の
研
究
で
は
、
十
代
上
甑
　
弓
頭
を
主
張
す
る
論
者
は
三
・

三
升
、
約
三
升
と
し
、
畝
収
三
餌
説
を
主
張
す
る
論
者
は
九
・
九
升
、
約
一
斗
と
す
る
。
筆
者
は
か
つ
て
戦
国
秦
漢
期
の
畝
制
と
畝
収
量
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
際
、
両
漢
画
晋
時
期
に
お
い
て
、
普
通
の
作
柄
、
普
通
の
土
地
、
い
わ
ゆ
る
「
中
田
申
年
」
の
大
面
積
の
墨
黒
は
四
角
と

　
　
　
⑦

推
定
し
た
。
こ
の
畝
収
四
病
を
規
準
に
す
れ
ば
、
一
億
当
た
り
の
聞
租
は
一
旦
ニ
斗
と
な
る
。
こ
の
一
・
三
斗
が
い
わ
ゆ
る
「
正
租
」
で
あ
る
。

当
時
の
ご
く
普
通
の
五
人
家
族
の
自
作
農
戸
の
生
産
能
力
の
大
藩
五
〇
畝
を
規
準
と
す
れ
ば
、
供
出
す
べ
き
田
租
額
は
六
・
五
解
と
な
る
。

　
さ
て
、
こ
の
～
・
三
斗
の
田
租
は
単
な
る
机
上
の
計
算
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
、
漢
代
田
租
の
徴
収
は
こ
れ
よ
り
複
雑
で
あ
る
こ
と
も
十

分
想
像
さ
れ
る
。
漢
代
田
租
の
徴
収
法
は
、
今
に
至
る
ま
で
学
界
の
論
争
の
焦
点
の
一
つ
で
あ
る
。
「
三
十
税
一
」
の
語
か
ら
見
れ
ば
、
漢
代

115　（893）



の
田
租
は
定
率
租
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
現
存
す
る
漢
代
の
史
料
に
定
額
田
租
の
制
度
を
明
確
に
説
く
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
も

の
の
、
散
見
す
る
零
細
な
史
料
に
見
え
る
諸
例
は
、
田
畝
面
積
当
た
り
の
定
額
田
租
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
収
集
・
分
析
は
平
中
苓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

次
・
米
田
賢
次
郎
・
高
敏
ら
諸
氏
の
労
作
に
代
表
さ
れ
る
。
諸
氏
の
説
を
要
約
す
れ
ば
、
土
地
の
晶
質
を
大
き
く
三
等
に
分
け
、
「
三
十
税
こ

の
税
率
に
よ
っ
て
算
出
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
租
額
を
規
準
と
し
て
、
所
有
す
る
土
地
の
多
寡
に
基
づ
い
て
徴
収
を
行
う
、
と
い
う
の
が
漢
代
田
租

徴
収
の
基
本
的
方
法
で
あ
っ
た
。
後
漢
書
和
砺
帝
紀
、
瘍
帝
延
平
元
（
一
〇
六
）
年
七
月
の
詔
で
指
弾
さ
れ
る
「
問
者
、
郡
国
に
或
い
は
水
災

有
り
、
秋
稼
を
妨
害
す
。
朝
廷
答
を
惟
い
、
憂
憧
悼
嘉
す
。
而
し
て
郡
国
は
豊
穣
虚
飾
の
誉
を
獲
ん
と
欲
し
、
遂
に
災
害
を
覆
篤
し
、
多
く
墾

田
を
張
り
、
流
亡
を
揚
わ
ず
、
競
い
て
戸
口
を
増
す
」
と
の
状
況
も
、
田
畝
単
位
の
租
、
人
口
単
位
の
賦
、
二
本
立
て
の
徴
収
体
系
を
背
景
と

し
た
の
で
あ
る
。

　
誌
代
の
田
租
が
、
農
民
の
実
際
の
負
担
は
と
も
か
く
、
税
率
の
み
か
ら
見
れ
ば
、
前
後
の
時
代
よ
り
軽
い
と
い
う
の
は
共
通
認
識
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
漢
代
田
租
の
「
百
一
而
税
」
説
に
つ
い
て
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
説
を
唱
え
る
の
は
紙
屋
正
和
・
呉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

慧
・
越
智
重
明
諸
氏
で
あ
る
。
そ
の
主
な
根
拠
は
二
つ
、
一
つ
は
塩
評
論
未
通
篇
の
御
史
の
雷
、
も
う
一
つ
は
前
漢
紀
巻
論
語
悦
の
欝
。
未
通

篇
の
御
史
の
答
は
周
知
の
所
だ
が
、
次
に
挙
げ
て
お
く
。

　
　
御
史
曰
く
、
振
え
は
田
を
制
す
る
こ
と
百
歩
を
畝
と
為
し
、
民
は
井
田
し
て
耕
や
し
、
志
し
て
　
を
籍
る
、
義
と
し
て
公
を
先
ん
じ
て
己
れ
を
後
に
す
る

　
　
は
、
藩
臣
の
職
な
り
。
先
帝
、
百
姓
の
愁
苦
し
、
衣
食
足
ら
ざ
る
を
哀
憐
し
、
田
を
制
す
る
こ
と
二
百
四
十
歩
に
し
て
一
畝
と
し
、
率
ね
三
十
し
て
一
を

　
　
税
す
。
堕
民
の
田
作
に
務
め
ず
し
て
飢
寒
己
れ
に
及
ぶ
は
、
周
よ
り
其
の
理
な
り
。
其
れ
耕
や
さ
ず
し
て
播
か
ん
と
欲
し
、
播
か
ず
し
て
穫
ん
と
欲
す
、

　
　
塩
鉄
又
た
何
ぞ
過
ま
た
ん
や
。

と
あ
る
。
「
遡
を
制
し
て
二
百
四
十
歩
に
し
て
一
年
と
為
し
、
率
ね
三
十
に
し
て
一
を
税
す
」
と
の
一
節
は
漢
武
帝
が
全
国
牽
制
統
一
を
果
た

し
た
と
い
う
従
来
の
説
の
最
も
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
紙
屋
・
呉
慧
諸
氏
も
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
漢
紀
巻
八
文
帝
十

三
（
前
～
六
七
）
年
「
六
月
、
詔
し
て
民
の
田
租
を
除
く
」
の
条
下
、
筍
悦
の
議
論
が
続
い
て
い
る
、
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畜
え
は
什
に
一
し
て
税
し
、
以
て
天
下
の
中
正
と
為
す
な
り
。
今
、
漢
民
に
百
に
一
し
て
税
す
る
生
り
、
愚
な
し
と
謂
う
べ
し
。
然
し
て
豪
強
富
人
、
田

　
　
を
訂
す
る
こ
と
途
い
よ
移
り
、
其
の
賦
の
太
陽
を
輸
す
。
官
は
百
一
の
税
を
収
め
、
民
は
太
半
の
賦
を
阻
む
。
官
家
の
恵
は
三
代
に
優
る
も
、
豪
強
の
暴

　
　
は
亡
秦
よ
り
酷
し
。

と
。
こ
の
二
つ
の
史
料
に
基
づ
き
、
紙
屋
氏
の
出
し
た
結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
景
帝
期
に
定
器
と
な
っ
た
「
三
十
税
＝
の
税
率
は
、
武

帝
期
の
畝
制
統
一
に
至
る
と
、
新
羅
（
幅
一
歩
・
長
さ
二
四
〇
歩
一
畝
制
）
は
旧
畝
（
幅
一
歩
・
長
さ
　
○
○
歩
　
畝
制
）
の
二
・
四
倍
で
あ
る
た
め

に
、
「
三
十
税
一
」
の
税
率
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
事
実
上
の
税
率
は
七
二
分
の
一
に
ま
で
下
が
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
七
二
分
の
一
の
税

率
は
荷
悦
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
百
一
溶
断
」
に
非
常
に
近
く
、
そ
れ
故
、
筍
悦
の
「
百
　
而
税
」
説
の
信
葱
性
が
十
分
あ
る
、
と
い
う
。
呉
慧

氏
の
発
想
・
結
論
も
紙
屋
氏
の
と
全
く
一
致
し
て
お
り
、
越
智
重
明
氏
も
紙
屋
氏
の
見
解
に
賛
成
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
以
上
の
紙
屋

氏
・
呉
慧
氏
の
「
百
一
而
税
」
説
を
支
え
て
い
る
二
本
の
柱
の
一
本
、
つ
ま
り
『
塩
鉄
論
』
巻
三
御
史
の
言
か
ら
導
き
出
し
た
い
わ
ゆ
る
武
帝

畝
制
統
　
説
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
先
に
諸
等
で
、
全
国
轍
鮒
の
統
一
は
武
漁
期
で
は
な
く
、
秦
の
全
国
統
一
に
帰
す
る
ほ
か
な
い
こ
と
を
指

　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・

毒
し
た
。
も
う
一
本
の
柱
、
つ
ま
り
、
筍
悦
の
議
論
に
つ
い
て
。
「
今
、
漢
民
に
百
に
一
し
て
税
す
る
或
り
」
と
い
う
一
文
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
爾
漢
時
期
、
特
に
後
漢
時
期
、
た
と
え
「
百
　
而
税
」
の
現
象
が
実
際
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
　
部
の
豪
族
に
見
ら
れ
た
い
わ

ば
特
例
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
筍
悦
の
「
百
一
而
税
」
の
表
現
は
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
く
、
い
わ
ば
「
百
一
而
税
」
は

単
に
「
極
め
て
低
い
」
の
同
義
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
憂
欝
賦
税
制
度
外
の
税
率
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は

曹
魏
風
調
制
の
租
額
問
題
で
あ
る
。
曹
魏
租
調
制
の
租
額
を
「
収
田
租
畝
四
升
」
と
す
れ
ば
、
そ
の
租
率
は
ち
ょ
う
ど
百
分
の
一
に
な
る
。
曹

魏
租
調
制
の
田
租
率
は
漢
代
の
「
百
一
而
税
」
を
継
承
し
て
い
る
の
か
、
筍
悦
の
議
論
は
主
に
曹
魏
租
調
制
を
批
判
し
て
い
る
の
か
、
「
今
、

漢
民
に
百
に
一
し
て
税
す
る
或
り
」
の
「
今
」
は
曹
魏
野
鼠
制
を
施
行
し
た
建
安
五
年
以
後
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
等
の
関
連
問
題
が

想
起
さ
れ
よ
う
が
、
こ
れ
ら
の
疑
問
は
後
文
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
暫
く
措
い
て
お
く
。
要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
車
代
「
百
一
町

税
」
説
は
、
全
国
畝
制
統
一
時
期
に
対
す
る
認
識
の
ち
が
い
と
経
歴
の
言
に
対
す
る
誤
解
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
代
の
田
租
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
の
畝
収
に
対
す
る
認
識
の
違
い
に
よ
っ
て
算
出
し
た
田
租
額
も
大
き
く
異

な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
漢
代
田
租
研
究
の
中
、
あ
る
傾
向
を
今
一
度
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
従
来
、
漢
心
田
租
研
究
に

当
た
っ
て
は
、
平
中
歳
次
氏
の
観
点
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
種
の
先
入
観
が
存
在
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
中
氏
は
、
漢
代
畝
収

三
石
、
「
三
十
税
一
」
の
税
率
に
よ
り
算
出
し
た
田
租
額
の
一
斗
は
、
魏
晋
以
後
の
一
儲
に
当
た
り
の
田
租
額
に
比
べ
れ
ば
あ
ま
り
に
高
く
見

え
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
氏
は
漢
代
の
田
租
額
を
半
額
の
五
升
前
後
と
推
定
し
た
。
魏
晋
期
の
田
租
額
に
比
べ
一
斗
と
い
う
量

が
あ
ま
り
に
も
高
く
見
え
る
か
ら
と
言
っ
て
、
十
分
な
根
拠
を
欠
い
た
ま
ま
任
意
に
半
額
の
五
升
と
推
断
す
る
氏
の
論
法
は
、
そ
の
底
に
「
種

の
先
入
観
を
潜
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
魏
晋
時
期
の
田
租
額
、
つ
ま
り
、
曹
魏
期
の
畝
ご
と
に
四
升
と
『
初
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

記
』
に
引
か
れ
る
『
晋
故
事
』
の
逸
文
か
ら
導
か
れ
た
西
晋
期
の
畝
ご
と
に
八
升
、
と
い
う
デ
ー
タ
の
確
か
さ
へ
の
絶
対
の
信
頼
で
あ
る
。
実

に
こ
の
先
入
観
は
、
従
来
わ
れ
わ
れ
が
曹
魏
租
調
制
の
傘
下
を
正
し
く
認
識
す
る
上
で
克
服
し
難
い
障
壁
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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続
い
て
、
漢
代
の
錫
藁
税
に
つ
い
て
一
瞥
し
よ
う
。

　
漢
代
、
正
税
の
ほ
か
、
付
加
税
と
し
て
鶉
藁
税
が
あ
っ
た
。
漢
書
蒲
何
伝
に
は
、
「
何
、
民
が
為
に
請
い
て
曰
く
…
…
上
林
中
に
空
地
の
棄

て
ら
る
る
多
し
、
願
わ
く
は
民
を
し
て
入
り
て
田
つ
く
る
を
得
し
め
、
藁
を
収
め
て
獣
が
為
に
食
ま
し
む
る
勿
れ
」
と
あ
り
、
師
古
は
「
藁
と

は
禾
稗
な
り
。
早
う
こ
こ
ろ
人
の
之
に
田
つ
く
る
を
恣
し
、
其
の
藁
税
を
収
め
ざ
る
な
り
」
と
注
し
て
い
る
。
元
号
の
時
、
貢
禺
は
上
書
し
て
、

当
時
の
農
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
租
税
負
担
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
、
「
農
夫
父
子
、
中
野
に
暴
露
し
、
寒
暑
を
避
け
ず
、
草
を
滞
り
土
を

馨
り
、
手
足
腓
算
し
、
已
に
穀
租
を
奉
ず
る
や
、
又
た
藁
税
を
出
だ
す
、
郷
部
室
塗
し
、
勝
げ
て
供
す
可
か
ら
ず
」
と
。
鯛
藁
税
は
当
時
の
重

要
な
税
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
不
明
点
の
多
か
っ
た
秦
漢
期
の
鶉
藁
税
の
実
体
に
つ
き
貴
重
な
史
料
を
提
供
し
た
の
は
近
年
出
土

の
簡
腰
で
あ
る
。
『
秦
律
十
八
種
』
の
『
田
律
』
に
は
、
「
入
食
甥
・
藁
、
以
還
受
田
丁
数
、
無
届
不
墾
、
頃
入
甥
三
石
・
藁
二
号
。
豊
郷
自
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

魏
及
導
束
以
上
導
管
之
。
入
甥
・
藁
、
相
輸
度
可
也
」
と
規
定
し
て
い
る
。
甥
は
飼
料
、
藁
は
燃
料
と
し
て
の
わ
ら
、
石
は
重
量
の
単
位
で
、
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し
た
が
っ
て
秦
の
時
期
、
劉
・
藁
は
現
物
で
徴
収
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
漢
は
、
秦
の
劉
細
蟹
徴
収
制
度
を
受
け
継
い
だ
。

山
十
号
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
三
号
木
憤
に
は
前
漢
景
帝
初
期
の
千
里
と
宙
水
の
甥
藁
税
徴
収
が
記
さ
れ
て
い
る
。

平
里
戸
甥
廿
七
石

田
劉
四
石
三
斗
七
升

凡
滑
一
石
三
斗
七
升

八
斗
為
銭

六
石
当
稿

｛疋

�
漉
H
石
ぬ
ハ
斗
九
升
当
［
］

田
稿
二
石
二
斗
四
升
半

自
為
稿
十
二
石

凡
十
四
石
二
斗
八
升
半

稿
上
戸
甥
十
三
石

田
笏
一
石
点
ハ
斗
⊥
ハ
升

凡
十
四
石
六
斗
六
升

二
斗
為
銭

一
石
当
稿

定
十
三
石
四
斗
六
升
給
当
□

田
稿
八
斗
三
升

自
為
稿
二
石

凡
一
　
石
八
斗
三
升

江
陵
金
風

　
親
里
と
稿
上
の
両
里
が
納
め
た
甥
藁
が
石
・
斗
・
升
で
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
黄
盛
璋
氏
は
、
甥
藁
を
細
か
く
切
っ
て
飼
料
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
た
め
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
山
田
勝
芳
氏
も
漢
代
の
甥
藁
は
牛
馬
の
飼
料
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
と
考
え
、
さ
ら
に
、
田
里
並
田
藁
の
比

価
が
二
対
一
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
、
山
田
氏
は
そ
れ
を
甥
と
藁
と
の
栄
養
分
比
率
か
ら
説
明
し
、
飼
料
と
し
て
優
れ
て
い
る
場
を
藁
の
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
二
倍
と
し
た
も
の
、
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
藁
は
ふ
つ
う
燃
料
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
細
か
く
し
て
は
使
用
に
耐
え
な
い
。
前
に

引
い
た
漢
書
貢
璃
伝
中
の
「
已
に
穀
租
を
奉
ず
る
や
、
又
た
藁
税
を
出
だ
す
」
の
語
か
ら
晃
れ
ば
、
網
代
の
甥
藁
徴
収
は
既
に
秦
代
の
実
物
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

収
か
ら
穀
物
徴
収
に
変
化
し
て
い
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
急
就
篇
の
「
種
樹
軍
馬
賦
税
租
」
に
顔
師
古
は
「
財
を
敏
む
る
を
賦
と
日
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

穀
を
敏
む
る
を
税
と
日
い
、
田
税
を
租
と
日
う
、
皆
な
公
家
の
用
に
供
す
る
所
以
な
り
」
と
注
す
る
。
こ
の
「
税
」
は
漢
代
の
甥
藁
税
を
指
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

可
能
牲
が
高
い
。
前
漢
末
に
な
る
と
、
川
園
が
貨
幣
で
折
納
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
江
墨
池
風
山
十
号
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
鯛
藁
徴
収
の
記
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録
に
よ
れ
ば
、
漢
代
の
甥
藁
税
は
更
に
戸
ご
と
に
徴
収
さ
れ
る
戸
甥
と
田
畝
単
位
で
徴
収
さ
れ
る
田
翁
・
田
儀
と
の
二
種
類
に
分
れ
る
。
た
だ
、

鋼
・
藁
の
具
体
的
な
徴
収
額
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
知
り
得
ず
、
今
後
の
新
史
料
の
出
現
を
待
つ
他
な
い
。
し
か
し
、
正
租
の
付
加
税
と

し
て
の
甥
藁
税
は
決
し
て
高
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

12e （898）

　
2
　
算
賦
・
口
賦
に
つ
い
て

　
漢
代
の
租
賦
に
は
、
田
租
・
甥
藁
税
の
他
に
い
ま
一
つ
重
要
な
税
目
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
そ
れ
は
算
賦
（
引
算
）
と
口
賦
（
口
銭
）
で

あ
る
。
算
賦
は
、
政
府
が
十
五
歳
以
上
五
十
六
歳
以
下
の
成
年
男
女
か
ら
毎
歳
一
人
当
た
り
百
二
十
銭
、
　
す
な
わ
ち
一
算
を
、
　
口
賦
は
七
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

以
上
十
四
歳
以
下
の
未
成
年
男
女
よ
り
毎
歳
～
人
当
た
り
二
十
三
銭
を
徴
収
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
算
賦
・
口
賦
は
、
前
漢
よ
り
後
漢
帝

国
没
落
の
寸
前
ま
で
徴
収
さ
れ
た
。

　
漢
代
の
配
賦
・
口
賦
、
特
に
二
黒
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
最
初
に
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
加
藤
雲
隠
の
「
算
賦
に
就
い
て
の
小
研
究
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

よ
っ
て
、
そ
の
大
き
な
方
向
が
定
め
ら
れ
た
。
以
後
の
算
賦
研
究
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
本

世
紀
七
〇
年
代
、
江
陵
鳳
風
山
十
号
漢
墓
の
簡
騰
が
出
土
し
て
以
後
、
算
賦
の
観
究
は
新
し
い
局
面
を
迎
え
た
。
加
藤
氏
の
研
究
以
来
、
近
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
至
る
ま
で
の
研
究
に
つ
い
て
は
山
田
勝
芳
氏
が
整
理
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
諸
研
究
の
中
で
本
文
と
直
接
関
わ
り
、
示
唆
的
な
の
は
永
田
英

　
　
　
　
　
　
　
⑳

正
氏
の
研
究
で
あ
る
。
次
に
、
主
に
永
田
氏
の
研
究
に
依
拠
し
て
、
漢
代
算
氏
・
ロ
賦
の
課
徴
に
関
す
る
問
題
点
を
概
観
し
よ
う
。

　
氏
に
よ
れ
ば
、
累
代
の
人
頭
税
は
郷
里
単
位
で
編
成
さ
れ
る
名
籍
に
基
づ
き
徴
収
さ
れ
て
い
た
。
銭
建
て
の
算
賦
は
次
の
よ
う
な
問
題
を
生

じ
た
。
即
ち
農
民
は
銭
を
得
る
べ
く
凶
作
の
年
に
は
貴
重
な
食
糧
を
売
り
払
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
方
豊
作
の
年
に
は
、
殊
に
農
圃
の
変
動
の
激

し
い
当
時
、
大
き
く
下
落
し
た
穀
断
の
た
め
や
は
り
数
等
分
の
食
糧
を
売
却
す
る
必
要
を
生
じ
た
。
か
く
し
て
漢
代
の
算
盤
に
代
表
さ
れ
る
銭

納
税
は
農
民
に
大
き
な
負
担
を
強
い
た
の
で
あ
っ
た
。
更
に
後
漢
に
入
る
と
貨
幣
経
済
の
衰
退
、
特
権
階
層
へ
の
貨
幣
集
中
な
る
社
会
情
勢
の

変
化
に
伴
い
、
銭
納
税
は
自
由
農
民
の
没
落
破
産
と
国
家
の
支
配
か
ら
の
離
脱
、
豪
族
勢
力
下
へ
の
隷
属
を
促
進
し
、
郷
里
制
と
そ
れ
に
基
づ



く
人
頭
税
制
度
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
基
盤
と
す
る
帝
国
の
支
配
を
根
底
か
ら
崩
壊
を
導
い
た
。
氏
の
明
ら
か
に
し
た
漢
意
の
算
賦
・
口
賦
制
度

の
崩
壊
と
中
国
古
代
社
会
の
終
焉
と
の
内
的
関
係
は
本
稿
で
曹
餅
糊
調
制
研
究
の
成
立
と
そ
の
性
格
を
検
討
す
る
た
め
の
重
要
な
糸
口
を
提
供

す
る
。

　
次
に
は
、
以
上
の
確
認
に
基
づ
き
、
零
下
租
賦
制
度
に
内
包
さ
れ
た
弊
害
危
機
に
つ
き
検
討
し
た
い
。

曹魏租調制度についての一考察（張）

　
3
　
漢
代
租
賦
制
度
に
潜
ん
だ
弊
害
危
機

　
臨
時
の
増
税
な
ど
を
除
け
ば
、
漢
代
「
三
十
税
一
」
の
田
租
率
、
或
い
は
平
均
一
高
当
た
り
　
・
三
斗
前
後
の
田
租
は
、
単
に
制
度
上
か
ら

見
れ
ば
、
前
代
に
比
べ
非
常
に
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
軽
租
政
策
は
然
ら
ば
漢
代
社
会
に
ど
の
よ
う
な
変
質
を
も
た
ら
し
た
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ろ
う
か
。
軽
租
政
策
が
漢
代
社
会
に
も
た
ら
し
た
弊
害
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
指
摘
は
あ
る
が
、
そ
の
軽
租
愛
媛
と
い
う
積
極
的
な
面
の
み
過

大
評
価
さ
れ
る
一
方
、
そ
こ
に
潜
ん
だ
弊
害
危
機
な
ど
の
負
の
面
に
は
十
分
な
考
慮
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
漢
初
期
に
お

い
て
は
、
軽
羅
政
策
が
戦
乱
で
疲
弊
し
た
農
村
の
再
建
、
人
民
の
生
活
の
建
て
直
し
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
土
地
私
有
の
発
展
に
伴
い
、
お
よ
そ
武
帝
以
後
、
こ
の
軽
租
政
策
は
次
第
に
変
質
し
て
逆
の
効
果
を
生
む
に
至
り
、
そ
の
結
果
、
豪

族
勢
力
の
膨
張
と
い
う
社
会
問
題
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　
地
方
豪
族
勢
力
の
発
展
膨
張
が
、
前
漢
中
期
以
来
後
漢
に
至
る
ま
で
最
も
重
大
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
の
豪
族
勢
力
を
成
長
さ
せ
た
原
因
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
学
が
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
漢
代
の
春
景
政
策
も
豪
族
勢
力
の
台
頭
、

領
主
化
傾
向
の
顕
在
化
を
促
す
一
つ
の
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

　
軽
羅
策
が
、
よ
り
多
く
の
土
地
を
保
有
す
る
者
に
よ
り
多
く
の
実
益
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
大
土
地
を
所
有
す
る
地
方
豪
族

は
、
「
三
十
税
一
」
の
姦
悪
に
よ
る
実
益
を
受
け
な
が
ら
、
五
割
の
私
租
率
で
小
作
農
よ
り
収
奪
し
、
或
い
は
奴
隷
を
駆
使
し
、
大
規
模
な
土

地
兼
併
に
象
徴
さ
れ
る
牢
固
な
経
済
的
土
台
を
築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
土
地
兼
併
は
そ
も
そ
も
漢
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
農
業
社
会
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に
お
い
て
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
が
、
前
漢
中
期
以
降
後
漢
に
か
け
て
の
土
地
兼
併
は
空
前
の
規
模
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
成
帝
・
聖
帝
期
に
漢

代
の
土
地
兼
併
は
最
高
潮
に
達
し
た
。
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
兼
併
現
象
の
解
撤
と
謡
初
以
来
の
軽
租
政
策
と
の
問
に
は
必
然
的
な
因
果
関
係
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
軽
租
政
策
は
、
土
地
兼
併
に
よ
り
豪
族
が
莫
大
な
経
済
利
益
を
獲
得
す
る
の
に
有
利
な
条
件
を
与
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
在
地
豪
族

の
政
治
勢
力
と
の
結
託
に
も
絶
好
の
条
件
を
与
え
た
。
軽
租
政
策
を
採
れ
ば
、
政
府
の
田
租
収
入
の
減
少
が
予
想
さ
れ
る
。
文
素
の
田
租
半
里

と
ほ
ぼ
同
時
に
、
晃
錯
の
提
案
に
な
る
納
粟
授
爵
政
策
も
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
田
租
の
減
少
分
を
補
完
し
得
た
と
と
も
に
、
軽
租
政
策
を

引
き
続
き
施
行
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
武
帝
以
後
、
納
品
授
爵
に
加
え
、
塩
鉄
・
酒
の
専
売
、
貨
幣
の
更
鋳
、
商
人
資
産
税
の
課
徴
な

ど
、
新
た
な
財
源
が
開
か
れ
、
特
に
塩
鉄
の
専
売
は
漢
王
朝
の
財
政
収
入
を
大
い
に
増
加
せ
し
め
た
。
し
か
し
一
方
、
そ
れ
ら
の
政
策
は
必
然

的
に
次
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
財
産
に
富
む
官
吏
や
商
人
・
在
地
有
力
者
た
ち
は
入
御
・
入
汐
の
道
を
通
じ
て
官
爵
を
獲
得
し
、

或
い
は
政
府
専
営
の
塩
害
・
酒
酷
な
ど
の
事
業
を
代
弁
し
て
、
い
っ
そ
う
勢
力
を
伸
ば
し
て
政
治
の
分
野
に
進
出
し
て
い
く
。
ま
た
、
入
銭
・

入
粟
多
書
に
よ
り
、
瞭
罪
ま
で
で
き
れ
ば
、
郷
党
に
横
暴
に
振
る
舞
う
こ
と
も
あ
る
程
度
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
宗
族
横
恣
」
・
「
以
気
力
漁
食
閻
羅
」
・
「
奢
而
薄
徳
」
な
ど
の
表
現
は
幽
時
の
世
根
を
語
る
文
献
中
に
幕
見
す
る
所
で
あ
る
。

　
前
に
引
い
た
筍
悦
の
言
は
、
軽
租
政
策
と
豪
族
勢
力
の
台
頭
・
膨
張
と
の
間
の
内
的
関
係
に
つ
い
て
語
る
最
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
前
漢
紀
』
巻
八
文
帝
十
三
年
（
前
一
六
七
）
「
六
月
、
詔
し
て
民
の
田
租
を
除
く
」
の
条
下
、
筍
悦
は
二
代
の
軽
租
政
策
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
議
論
し
た
。

　
　
古
え
は
什
に
一
し
て
税
し
、
以
て
天
下
の
中
正
と
為
す
な
り
。
今
、
漢
民
に
百
に
～
し
て
税
す
る
或
り
、
鮮
な
し
と
謂
う
べ
し
。
然
し
て
豪
強
富
人
、
田

　
　
を
占
す
る
こ
と
逮
い
よ
異
り
、
其
の
賦
の
太
半
を
輸
す
。
官
は
百
～
の
税
を
収
め
、
昆
は
太
半
の
賦
を
認
む
。
窟
家
の
恵
は
三
代
に
優
る
も
、
豪
強
の
暴

　
　
は
亡
秦
よ
り
酷
し
。
誉
れ
上
恵
齢
せ
ず
、
威
福
豪
強
に
分
か
る
る
な
り
。
今
其
の
本
を
正
さ
ず
し
て
租
税
を
除
く
に
諌
む
る
は
、
適
に
以
て
富
強
に
資
す

　
　
る
に
足
る
。
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曹魏租調制度についての一考察（張）

こ
の
筍
悦
の
議
論
に
対
す
る
平
中
苓
次
氏
の
理
解
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
文
豆
の
田
租
免
除
の
恩
恵
を
受
け
た
の
は
実
は
大
量
の
土
地
を
所
有

し
て
い
る
富
豪
の
み
で
あ
り
、
富
豪
の
土
地
を
借
り
て
収
穫
量
の
三
分
の
二
を
小
作
料
と
し
て
地
主
に
納
め
る
貧
困
農
民
に
と
っ
て
は
、
何
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

実
益
も
な
く
、
筍
悦
の
議
論
中
、
文
帝
の
時
に
既
に
大
土
地
所
強
制
が
主
導
的
地
位
を
し
め
た
と
は
筍
悦
の
誤
解
で
あ
ろ
う
、
と
。
平
中
氏
の

理
解
に
対
し
、
前
掲
紙
屋
正
和
氏
は
異
議
を
提
示
し
て
「
今
漢
民
或
百
一
而
税
」
の
「
今
」
と
い
う
字
に
着
眼
、
唐
紅
の
目
に
映
る
現
象
は
後

野
末
建
安
年
間
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
両
氏
と
も
、
字
面
に
拘
泥
し
過
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
葡
悦
の
議
論
は

漢
王
朝
が
ま
さ
に
崩
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
点
で
漢
代
四
百
年
に
亘
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
軽
租
政
策
の
得
失
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
議
論
の
真
髄
は
「
其
の
本
を
正
さ
ず
し
て
租
税
を
除
く
に
慰
む
る
は
、
適
に
以
て
富
強
に
資

す
る
に
足
る
」
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
漢
代
、
租
の
軽
さ
に
比
し
て
、
賦
の
重
さ
は
前
に
既
に
ふ
れ
た
。

　
永
田
氏
は
一
算
の
金
額
百
二
十
銭
を
一
丁
男
の
食
糧
に
換
算
し
て
算
賦
の
重
さ
の
考
察
を
進
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
一

家
族
を
単
位
と
し
て
、
こ
の
家
族
が
負
担
す
べ
き
心
々
・
ロ
賦
の
総
額
を
見
て
み
た
い
。
通
常
、
わ
れ
わ
れ
は
漢
代
、
中
で
も
特
に
前
漢
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
小
自
作
下
戸
を
五
人
家
族
と
設
定
す
る
。
仮
に
、
一
家
族
の
う
ち
、
三
人
は
算
賦
を
出
し
、
二
人
は
口
器
を
出
し
た
と
す
る
と
、
口
算
銭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

総
額
は
四
〇
六
銭
と
な
る
。
漢
代
の
穀
価
に
つ
い
て
、
永
田
氏
は
宇
都
宮
清
吉
氏
に
従
い
、
一
管
の
平
価
七
〇
銭
と
設
定
し
た
。
従
来
の
研
究

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
こ
の
穀
価
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
四
〇
六
銭
は
穀
物
に
換
算
す
れ
ば
六
餅
に
相
当
す
る
。
単
に
こ
の
数
字
か
ら

見
れ
ば
、
口
算
賦
の
負
担
は
決
し
て
重
い
と
は
耀
え
な
い
。
先
に
紹
介
し
た
蓑
岡
・
博
克
輝
論
文
は
こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
っ
て
、
機
翼
再
調

制
の
戸
調
が
漢
代
の
口
算
賦
よ
り
遙
か
に
重
い
と
結
論
し
、
そ
の
た
め
、
田
租
を
漢
代
よ
り
軽
く
し
た
、
つ
ま
り
「
収
田
租
畝
四
升
」
と
い
う

の
は
道
理
に
叶
う
と
す
る
。
蓑
・
傅
論
文
の
こ
の
よ
う
な
比
較
は
漢
代
の
口
軽
賦
と
租
調
制
の
戸
調
と
の
性
格
の
差
を
無
視
し
た
単
純
な
数
字

の
比
較
の
嫌
い
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
漢
代
の
口
算
賦
の
徴
収
は
か
く
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
「
子
を
生
め
ば
軌
ち
殺
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

甚
だ
悲
痛
す
乏
し
」
の
よ
う
な
現
象
は
理
解
し
難
い
。
ロ
里
並
の
ほ
か
、
漢
代
の
銭
納
税
に
は
ま
た
更
賦
す
な
わ
ち
代
役
銭
、
徳
役
の
代
替
税
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が
あ
る
。
そ
の
額
は
通
常
毎
年
三
百
銭
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仮
に
一
家
族
の
う
ち
二
人
が
在
役
年
齢
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
年
の
更
賦
は
六

百
銭
に
な
る
。
こ
れ
を
平
価
で
穀
物
に
換
算
す
れ
ば
、
八
な
い
し
九
解
に
昏
乱
す
る
。
こ
れ
と
口
算
賦
と
正
租
と
を
加
算
す
る
と
、
総
額
は
二

〇
餌
程
度
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
、
銭
納
の
部
分
は
実
物
納
入
部
分
の
三
倍
に
も
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
銭
納
の
賦
敏
の
弊
害
は
、
つ
ま
り
黄
宗
義
の
所
謂
「
税
す
る
所
、
出
す
所
に
非
ざ
る
の
害
」
で
あ
る
。
問
題
は
正
に
永
田
氏
が
指
摘
し
た
よ

う
に
穀
盗
の
下
落
に
あ
る
。
文
献
の
申
に
し
ば
し
ば
「
穀
賎
傷
農
」
と
の
表
現
が
あ
る
の
も
こ
れ
が
原
因
で
あ
る
。
賦
は
原
則
上
は
銭
納
で
あ

る
か
ら
、
農
民
は
農
産
物
を
売
っ
て
現
金
に
換
え
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
係
す
る
直
接
の
史
料
は
見
ら
れ
な
い

が
、
片
鱗
は
な
お
窺
え
る
。

　
後
漢
後
期
の
雀
楚
が
著
し
た
『
四
民
月
令
』
は
、
一
豪
族
の
大
家
族
一
年
間
十
二
ヵ
月
の
歳
時
記
的
な
記
述
で
あ
る
。
崔
皇
は
五
原
太
守
在

任
中
、
民
に
麻
の
栽
培
や
紡
績
を
教
え
、
良
吏
と
称
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
政
論
幅
を
著
し
て
後
漢
時
期
の
深
刻
な
社
会
危
機
と
腐
敗
し
た

社
会
風
習
に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
行
っ
て
お
り
、
後
漢
の
社
会
批
判
思
潮
の
代
表
者
と
し
て
名
高
い
。
青
年
時
代
の
崔
楚
は
父
親
を
亡
く
し

て
家
計
が
窮
乏
に
陥
っ
た
時
に
暫
く
「
酷
醸
懸
銭
偏
に
従
事
し
た
と
は
い
え
、
崔
建
を
含
む
源
郡
安
平
の
忌
避
一
族
は
典
型
的
な
豪
族
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
。
崔
塞
の
従
兄
、
翼
州
の
名
士
熱
烈
は
蚕
繭
の
時
に
五
百
万
銭
で
司
徒
の
位
を
買
い
「
銅
臭
」
の
誹
り
を
受
け
た
こ
と
も
あ
る
。
二
丈
の

『
四
民
月
島
撫
に
見
え
る
諸
経
営
の
中
に
は
、
農
桑
を
中
心
と
す
る
豪
族
荘
園
経
営
の
ほ
か
、
商
行
為
も
あ
る
。
渡
部
武
氏
は
か
つ
て
『
四
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

月
令
』
の
内
容
を
表
に
整
理
し
た
。
そ
の
商
行
為
の
部
分
を
抽
出
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

五四三二月
月月月月分

買
　
入

薪
炭

布穣
・
大
麦
・
弊
紮

穣
・
大
小
麦
・
麩
麩
・
弊
紫
・
布
畠

売
　
出

粟
・
黍
・
大
小
豆
・
麻
・
麦
子

黍大
小
豆
・
胡
麻
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十十八七六
月月月月月

　
現
存
の
『
四
民
樹
令
隔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
在
残
る
部
分
を
見
て
み
る
と
、
一

年
中
の
穀
物
売
買
及
び
そ
の
他
の
商
品
の
取
引
の
時
期
は
注
意
に
値
す
る
。
特
に
そ
の
買
入
の
時
期
の
大
半
は
各
類
の
作
物
の
成
熟
期
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
に
つ
い
て
、
渡
部
氏
は
、
豪
族
的
農
業
経
営
に
お
い
て
穀
物
の
不
足
は
考
え
得
ず
、
穀
物
の
買
入
や
売
出

は
収
穫
期
の
安
値
と
食
糧
不
足
期
の
高
値
を
狙
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
見
解
は
至
当
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
う

一
点
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
投
機
的
売
買
を
単
な
る
豪
族
側
の
投
機
的
心
理
に
帰
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
ま
た
社
会
的
な
需
要
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
豪
族
と
岡
じ
地
域
社
会
に
属
す
る
小
農
民
は
銭
納
の
算
賦
・
ロ
賦
・
更
賦

を
納
め
る
た
め
に
、
収
穫
後
、
一
定
量
の
農
作
物
を
現
金
に
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
食
糧
の
売
買
は
、
商
品
経
済
が
あ
る
程
度
活
発
で
あ

っ
た
前
漢
時
期
に
お
い
て
は
な
お
市
場
の
ル
ー
ト
を
通
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
後
漢
に
な
れ
ば
、
商
品
経
済
の
衰
退
、
貨
幣
が
豪
族
を

含
む
特
殊
階
級
に
集
中
し
た
と
い
う
社
会
情
勢
の
下
で
、
食
糧
の
売
買
が
多
分
に
豪
族
と
農
民
と
の
間
に
集
中
し
た
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ

る
。
『
四
民
月
令
』
に
見
ら
れ
る
穀
物
や
絹
の
売
買
は
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
問
題
は
売
買
時
の
価
格
に
あ
る
。

も
し
価
格
の
適
正
さ
が
失
わ
れ
れ
ば
、
在
地
豪
族
は
最
終
的
に
地
域
社
会
に
於
け
る
あ
る
べ
き
人
望
も
失
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
、
も
し
同
じ
地

域
社
会
に
属
す
る
農
民
を
思
い
遣
り
、
価
格
の
適
正
さ
が
保
た
れ
れ
ば
、
在
地
豪
族
は
郷
党
に
お
い
て
求
心
力
的
な
存
在
と
な
り
、
最
終
的
に

は
地
域
社
会
の
秩
序
の
維
持
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
崔
氏
は
基
本
的
に
は
後
者
で
あ
ろ
う
。
崔
建
に
代
表
さ
れ
る
崔
氏
の
農
を
愛
し
、
農
を
重

視
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
愛
農
重
農
」
の
思
想
と
確
固
た
る
士
大
夫
倫
理
は
、
崔
氏
の
豪
族
と
し
て
の
社
会
地
位
を
数
百
年
に
亘
っ
て
延
々
と
維
持

積
・
小
麦
・
練
・
縛
　
　
　
　
　
　
　
　
大
豆

麦
・
練
・
縛
　
　
　
　
　
　
　
　
大
小
豆

毒
履
・
黍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
種
麦

粟
・
大
小
豆
・
麻
子
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
・
綿
・
弊
紫

白
犬
・
杭
・
粟
・
大
小
豆
・
麻
子

　
は
輯
本
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
は
欠
落
が
あ
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
が
、
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し
て
き
た
土
台
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
後
漢
時
期
に
於
い
て
、
各
地
の
新
興
的
豪
族
地
主
の
う
ち
、
崔
窪
の
よ
う
な
確
固
た
る
士
大
夫
倫
理
を
以
て
立
身
処
世
し
た
清
流

人
物
は
、
数
か
ら
言
う
と
、
そ
れ
程
多
く
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
多
く
は
大
土
地
経
営
を
土
台
に
し
て
政
治
利
益
や
経
済
利
益
、

そ
れ
に
郷
党
支
配
を
目
標
と
す
る
土
豪
的
豪
族
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
川
勝
氏
は
こ
の
よ
う
な
後
漢
期
の
社
会
変
動
の
傾
向
を
「
豪
族
層
の

領
主
化
傾
向
」
と
よ
ん
で
い
る
。
か
か
る
豪
族
の
地
域
社
会
に
お
け
る
生
活
・
経
営
及
び
郷
党
支
配
な
ど
の
過
度
の
行
為
に
対
し
て
は
、
王
符

の
『
潜
謬
論
』
・
崔
宴
の
『
政
論
』
及
び
仲
之
統
の
『
昌
言
』
な
ど
が
痛
烈
に
批
判
す
る
。
そ
れ
ら
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
豪
族
勢
力
の

抑
制
は
、
後
漢
中
後
期
の
社
会
批
判
思
潮
の
中
心
的
論
題
で
あ
る
。

口
　
後
漢
以
来
租
賦
制
度
改
革
の
動
き

　
年
嵩
・
崔
寝
・
仲
継
統
ら
後
壷
中
後
期
の
社
会
批
判
論
者
た
ち
の
中
心
的
論
題
は
豪
族
勢
力
の
抑
制
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
批
判
は
い
ず
れ
も

総
体
的
な
見
地
か
ら
漢
代
社
会
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
漢
代
租
賦
制
度
に
対
す
る
具
体
的
な
改
革
案
は
、
仲
長
島
が
少
し
ふ
れ
た
ほ

か
は
、
ほ
と
ん
ど
具
体
的
に
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
彼
ら
の
論
著
は
例
外
な
く
民
本
思
想
と
富
民
思
想
に
満
ち
、
古
代
の
井
田
制

（
無
論
、
そ
の
名
を
借
り
る
だ
け
だ
が
）
の
恢
復
も
彼
ら
の
理
想
で
あ
っ
た
。
漢
代
租
賦
制
度
の
制
度
的
な
特
徴
は
い
わ
ゆ
る
「
租
零
露
重
」
で

あ
る
。
経
営
項
目
が
ほ
と
ん
ど
単
一
の
農
業
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
最
大
の
問
題
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
初
め
て
漢
代

租
賦
制
度
を
根
本
か
ら
改
革
し
よ
う
と
し
た
の
は
王
葬
で
あ
っ
た
。

　
気
取
の
各
項
目
の
経
済
改
革
の
中
で
は
、
田
制
改
革
と
税
制
改
革
が
主
な
内
容
で
あ
っ
た
。
漢
書
王
中
伝
に
伝
わ
る
始
建
国
元
（
九
）
年
の

詔
に
は
、

　
　
古
え
は
、
鷹
を
臨
く
る
こ
と
井
ご
と
に
八
家
、
～
夫
一
婦
は
百
畝
を
田
づ
く
り
、
什
に
～
し
て
税
す
れ
ば
、
則
ち
国
在
り
民
富
み
て
頒
声
作
こ
る
。
…
…

　
　
漢
氏
は
田
租
を
減
軽
し
、
三
十
し
て
一
を
税
す
る
も
、
常
に
更
賦
有
り
、
罷
纒
威
な
鳩
で
、
而
し
て
豪
民
侵
卜
し
、
田
を
分
か
ち
て
劫
假
す
。
蕨
の
名
は
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三
十
な
る
も
、
実
は
具
し
て
五
を
税
す
る
な
り
。
…
…
故
に
窟
者
は
犬
馬
す
ら
寂
粟
を
余
し
、
驕
り
て
邪
を
為
す
。
貧
者
は
糟
糠
を
も
厭
わ
ず
、
窮
し
て

　
　
姦
を
為
し
、
倶
に
畢
に
陥
い
れ
ば
、
刑
用
い
ら
れ
て
錯
か
れ
ず
。

と
あ
る
。
馬
引
の
詔
か
ら
看
取
さ
れ
る
王
葬
の
細
制
税
制
改
革
の
臼
的
は
、
一
つ
は
限
田
、
～
つ
は
増
租
に
あ
ろ
う
。
こ
の
詔
そ
の
他
の
史
料

か
ら
は
王
葬
が
漢
制
の
三
十
税
一
を
専
一
税
に
改
め
た
こ
と
は
必
ず
し
も
確
言
は
で
き
な
い
が
、
改
革
の
目
的
や
改
革
実
行
後
の
「
天
下
傲
傲

然
」
・
「
民
怨
」
な
ど
の
事
情
か
ら
、
土
芥
が
強
引
に
各
種
の
改
革
策
を
断
行
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
土
葬
の
改
革
は
大
き
な
抵
抗
を
招
い
た
が
、

こ
こ
に
い
う
「
天
下
」
「
民
」
が
普
通
の
自
作
小
農
民
を
指
す
と
は
考
え
難
く
、
抵
抗
は
や
は
り
豪
族
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
王
葬
が
面
一
税
を
実
行
し
た
こ
と
は
ま
た
後
幽
光
武
帝
建
武
六
（
三
〇
）
年
十
二
月
の
詔
か
ら
も
窺
え
る
。
後
漢
書
光
武
帝
紀
に

　
　
頃
者
、
師
旅
未
だ
解
け
ず
、
用
度
足
ら
ざ
れ
ば
、
故
に
什
一
の
税
を
行
う
。
今
、
軍
士
屯
田
し
、
糧
儲
差
や
積
む
、
其
れ
郡
国
を
し
て
見
田
の
租
を
収
む

　
　
る
に
三
十
に
一
を
税
せ
し
む
る
こ
と
旧
制
の
如
く
せ
よ
。

と
あ
る
。
建
武
六
年
十
二
月
以
前
の
什
一
当
は
、
光
武
帝
の
詔
勅
に
よ
れ
ば
、
戦
時
中
「
用
度
不
足
」
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
こ
れ
は
後
漢
初
期
に
什
一
物
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
什
｝
税
の
始
ま
り
は
王
葬
の
改
革
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
建
武
五
年
、
各
地
の
動
乱
が
漸
く
鎮
ま
り
、
建
武
六
年
、
光
武
帝
は
一
連
の
改
革
を
行
っ
た
。
光
武
帝
の
建
武
六
年
初
改

革
は
三
十
税
一
跨
の
恢
復
の
み
な
ら
ず
、
六
月
の
四
百
余
縣
の
統
合
廃
止
・
地
方
官
吏
定
員
の
削
減
や
十
一
月
の
連
弾
解
放
令
な
ど
も
そ
の
重

　
　
　
　
　
　
　
⑳

要
な
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
措
置
は
い
ず
れ
も
王
葬
時
期
の
復
古
政
策
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
漢
政
府
に
と
っ
て
は
、

擬
乱
反
正
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
推
論
は
成
り
立
ち
得
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
王
葬
が
改
革
を
遂
行
し

た
際
に
什
一
当
も
強
行
に
実
行
さ
れ
、
後
漢
政
権
が
成
立
、
全
国
が
い
ま
だ
平
定
さ
れ
て
い
な
い
時
点
で
一
時
的
に
「
用
度
不
足
」
の
た
め
王

葬
が
改
制
し
た
こ
の
什
一
五
が
引
き
続
き
用
い
ら
れ
、
建
武
六
年
に
な
り
、
後
漢
政
府
が
基
本
的
に
安
定
す
る
と
内
政
改
革
の
…
環
と
し
て
二

一
税
を
取
り
や
め
、
三
十
税
一
の
「
旧
制
」
を
恢
復
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
十
税
一
制
の
恢
復
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
次
の
原

因
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
戦
乱
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
農
業
生
産
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
点
は
前
漢
初
期
の
情
勢
と
類
似
し
て
い
る
。
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第
二
に
、
よ
り
直
接
の
原
因
と
し
て
、
そ
れ
は
豪
族
勢
力
か
ら
の
要
望
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
後
漢
政
府
の
政
治
的
土

台
は
豪
族
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
い
ま
一
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
後
漢
政
府
は
前
漢
の
正
統
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と

を
強
調
す
る
意
図
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
前
漢
の
租
賦
制
度
は
そ
の
弊
害
と
と
も
に
後
漢
政
府
に
全
面
的
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
特
に
章
帝
以
後
、
　
寛
容
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

儒
教
思
想
を
基
本
理
念
と
す
る
放
漫
政
策
の
下
で
、
こ
の
弊
害
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
き
、
豪
族
賊
庖
は
ま
す
ま
す
熾
烈
と
な
っ
て
き
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
時
弊
を
前
に
し
て
、
批
判
思
潮
・
改
良
運
動
も
日
々
高
ま
っ
て
き
た
。
財
政
経
済
の
分
野
で
、
崩
壊
に
瀕
す
る
自
作
農

経
営
を
救
う
た
め
、
嘗
て
前
漢
の
貢
禺
が
提
案
し
た
貨
幣
廃
止
論
が
危
機
解
消
の
方
策
と
し
て
再
び
浮
上
し
、
朝
廷
の
論
議
と
な
っ
て
い
た
が
、

反
論
の
た
め
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
後
漢
末
、
漢
代
租
賦
制
度
に
痛
烈
な
批
判
を
加
え
た
者
に
は
筍
悦
と
前
論
統
が
い
る
。
筍
悦
の
議
論
は
前
に
二
度
ふ
れ
た
た
め
、
こ
こ
で
は

繰
り
返
さ
な
い
。
紳
長
統
も
三
十
税
一
の
軽
租
政
策
を
批
判
し
、
什
～
税
の
回
復
を
呼
び
か
け
た
。
仲
長
統
の
議
論
は
前
に
紹
介
し
た
周
国
林

「
両
文
」
の
重
要
な
論
拠
と
な
り
、
ま
た
蓑
・
傅
論
文
の
周
国
難
「
弁
誤
」
に
対
す
る
反
論
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
も
な
っ
て
い
る
。
『
昌

雷
・
損
益
篇
煕
に
は
、

　
　
今
、
四
境
の
率
を
通
じ
、
稼
稿
の
入
を
計
り
、
も
し
畝
ご
と
に
三
諦
を
取
り
、
解
ご
と
に
～
斗
を
取
る
も
未
だ
甚
だ
多
き
と
は
為
さ
ず
、
一
歳
の
間
に
、

　
　
則
ち
数
年
の
儲
有
ら
ん
。
非
法
の
役
を
興
し
、
奢
修
の
欲
を
恣
い
ま
ま
に
し
、
愛
幸
の
賜
を
廣
ぐ
る
と
錐
も
、
猶
お
未
だ
尽
す
能
わ
ざ
る
な
り
。
古
法
に

　
　
循
わ
ず
し
て
、
野
望
を
為
さ
ん
と
規
ら
ば
、
一
方
に
警
有
り
、
一
面
被
災
す
る
に
至
る
に
及
び
、
未
だ
三
年
に
逮
ば
ず
し
て
、
校
計
欝
短
し
、
坐
し
て
戦

　
　
士
の
疏
食
す
る
を
視
、
立
ち
て
餓
艀
の
道
に
満
つ
る
を
望
ま
ん
、
之
の
如
く
ん
ば
何
す
れ
ぞ
君
此
の
政
を
行
わ
ん
や
。
二
十
し
て
一
を
税
す
る
す
ら
之
を

　
　
名
づ
け
て
躯
と
日
う
、
甘
ん
や
三
十
し
て
一
を
税
す
る
を
や
。
…
…
今
、
田
に
常
主
無
く
、
民
に
常
居
無
し
、
吏
食
日
ご
と
に
嘆
け
、
班
禄
未
だ
定
ま
ら

　
　
ず
、
法
制
を
為
り
、
画
一
に
科
を
定
め
、
租
は
十
の
一
を
税
し
、
更
賦
は
旧
の
如
く
す
べ
し
。
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と
あ
る
。
総
長
統
の
活
動
期
は
後
漢
の
最
末
期
の
建
安
年
間
で
あ
っ
た
。
曹
操
が
河
北
に
お
い
て
新
租
調
制
を
施
行
し
た
の
は
建
安
九
年
九
月
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の
こ
と
で
、
吉
田
虎
雄
・
唐
長
井
・
高
敏
ら
諸
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新
制
の
案
出
は
よ
り
早
く
建
安
四
・
五
年
に
ま
で
遡
り
得
る
。
そ
こ
で
仲

長
統
の
以
上
の
議
論
が
聖
画
の
新
制
制
定
に
影
響
を
与
え
た
か
否
か
が
前
掲
嚢
・
博
論
文
で
問
題
と
さ
れ
た
。
同
論
文
に
言
う
と
こ
ろ
を
や
や

繰
り
返
せ
ば
、
転
輪
が
純
潔
調
制
を
制
定
し
た
建
安
九
年
の
時
点
で
要
説
統
は
二
十
四
歳
、
『
昌
言
』
は
当
時
第
～
流
の
政
治
論
著
で
あ
り
、

二
十
代
前
半
の
一
青
年
が
『
曽
爾
』
の
よ
う
な
著
作
を
書
く
の
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
く
、
後
漢
書
本
伝
が
『
昌
言
』
の
著
作
を
士
長
統
が
丞
相

曹
操
の
軍
事
に
参
画
し
始
め
た
心
安
十
三
年
（
二
〇
八
年
、
当
暁
二
＋
八
歳
）
以
後
に
置
く
の
に
従
っ
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
。
さ
ら

に
、
同
論
文
は
次
の
よ
う
に
推
断
す
る
。
曹
操
新
制
が
実
施
さ
れ
た
年
月
と
『
昌
雷
』
が
著
さ
れ
た
時
期
と
の
前
後
関
係
か
ら
、
面
長
統
の

「
三
十
税
こ
の
年
租
に
対
す
る
批
判
、
そ
の
対
象
は
、
両
漢
意
賦
制
よ
り
も
む
し
ろ
曹
操
新
制
で
あ
っ
た
可
能
性
が
よ
り
高
い
、
そ
れ
故
に

曹
魏
租
調
制
の
田
租
額
は
「
四
升
」
の
軽
租
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
「
四
斗
扁
で
は
あ
り
得
な
い
、
と
。

　
『
昌
言
』
の
著
作
年
代
が
既
に
周
造
林
「
両
文
」
と
嚢
・
傅
論
文
で
問
題
と
さ
れ
た
以
上
、
こ
こ
で
無
視
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
ま
い
。

『
昌
言
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
現
段
階
で
確
実
な
手
掛
か
り
は
見
つ
か
ら
な
い
。
劉
文
英
氏
の
『
弓
長
統
評
伝
』
も
、
そ
の
時
期
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
は
か
な
り
の
幅
を
も
た
せ
た
ま
ま
明
確
な
断
定
を
避
け
て
い
る
。
蓑
・
傅
論
文
は
後
漢
書
本
伝
の
記
述
に
於
け
る
『
墨
画
晶
執
筆
記
事
の
位

置
か
ら
そ
の
時
期
を
論
ず
る
が
、
個
人
の
伝
記
申
、
伝
主
の
著
作
が
必
ず
時
代
順
に
遣
か
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
伝
記
中
の
作
品
の
排
列
順
と
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

品
の
成
立
時
期
と
の
問
に
は
必
ず
し
も
等
号
を
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
通
力
』
は
『
昌
雷
』
に
関
す
る
記
事
を
建
安
十
一
（
二
〇
六
）
年

に
か
け
て
い
る
。
仲
長
統
は
数
年
の
遊
学
を
経
て
、
上
盤
の
甥
豊
州
刺
史
高
幹
の
幕
下
に
入
り
、
こ
の
年
に
高
丘
と
最
終
的
に
決
裂
し
た
。
こ

の
時
期
に
は
未
だ
、
曹
操
の
新
租
調
制
は
各
州
に
徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
十
分
あ
る
。
抑
も
、
仲
長
瀞
の
友
人
の
膠
襲
の
『
昌
書

表
』
に
「
統
、
古
今
世
俗
の
行
事
を
論
説
す
る
が
毎
に
、
発
憤
嘆
息
し
、
親
ち
以
て
論
を
為
し
、
名
づ
け
て
『
昌
言
』
と
日
う
、
凡
そ
二
十
四

篇
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
昌
言
』
は
仲
長
統
の
政
治
論
文
集
で
あ
り
、
一
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
昌
言
』
の
作
成

時
期
に
あ
ま
り
拘
り
過
ぎ
る
と
、
曹
操
新
離
調
制
研
究
の
正
し
い
方
向
が
却
っ
て
失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
仲
長
統
及
び
彼
の
『
昌
雷
』
を
よ

り
広
い
歴
史
環
境
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

129 （907）



　
里
長
統
の
社
会
批
判
は
王
符
・
雛
楚
の
そ
れ
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
し
た
時
期
の
違
い
の
た
め
、
王
符
・
崔
建
ら
の

社
会
批
判
の
力
点
は
治
乱
に
関
わ
る
旦
ハ
体
的
な
発
達
の
検
討
に
あ
り
、
彼
ら
の
目
的
は
な
お
後
漢
王
朝
の
「
厄
運
」
を
救
い
、
後
漢
王
朝
の

「
中
興
」
を
は
か
る
に
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
仲
長
統
の
時
代
と
醤
え
ば
、
後
漢
王
朝
は
既
に
有
名
無
実
と
な
っ
て
お
り
、
故
に
彼
の
力
点
は

両
漢
王
朝
の
興
亡
し
た
経
験
教
訓
を
検
討
し
、
歴
史
発
展
の
趨
勢
か
ら
、
治
乱
興
亡
の
法
則
的
な
も
の
を
探
り
出
そ
う
と
す
る
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
損
」
（
聴
宜
に
適
さ
な
い
政
策
或
い
は
措
握
を
除
く
）
・
「
益
」
（
新
し
い
時
代
に
適
す
る
政
策
や
措
置
を
取
り
入
れ
る
）
に

よ
っ
て
社
会
の
改
良
を
は
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
『
昌
雷
・
損
益
篇
』
の
文
句
か
ら
み
れ
ば
、
賢
主
統
の
批
判
の
対
象
は

「
三
十
税
一
」
で
、
明
ら
か
に
彼
は
矛
先
を
漢
代
馬
賦
制
度
に
向
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
仲
長
統
の
租
賦
改
革
議
論
を
後
漢

に
お
け
る
社
会
批
判
思
潮
の
一
環
、
し
か
も
最
後
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
長
年
続
い
て
き
た
配
賦
制
度
改
革
を
含
む
後
漢

書
後
期
の
社
会
批
判
思
潮
、
或
い
は
後
漢
末
期
の
清
流
知
識
層
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
、
そ
の
中
心
的
課
題
は
豪
族
勢
力
の
押
制
で
あ
っ
た
。

三
十
三
一
の
軽
租
政
策
を
見
直
し
、
什
一
発
を
回
復
、
銭
納
の
賦
敏
を
廃
止
せ
ん
と
の
要
求
は
最
終
的
に
曹
操
の
租
調
制
の
中
に
反
映
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
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①
『
漢
書
翫
巻
二
四
門
食
貨
志
」
に
は
、
「
漢
興
、
…
…
軽
田
租
、
什
五
而
税
こ

　
と
あ
る
。

②
『
漢
書
』
巻
二
「
恵
帝
紀
」
。

③
『
漢
書
』
巻
四
「
文
帝
紀
」
に
、
二
年
「
賜
天
下
民
今
年
田
租
之
半
」
、
十
工

　
年
「
賜
農
民
今
年
租
税
之
半
」
と
あ
る
。

④
景
帝
が
田
租
率
を
三
十
税
～
に
改
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
史
書
の
記
載
に
は
互

　
い
に
食
い
違
い
が
あ
る
。
噛
史
記
』
巻
一
　
「
孝
景
本
紀
」
・
『
漢
書
渦
巻
五
「
漿

　
帝
紀
」
は
全
て
「
元
年
五
月
」
に
作
る
。
『
漢
書
』
巻
二
四
「
食
貨
志
」
は
「
孝

　
景
二
年
」
に
作
り
、
『
史
記
』
の
記
事
と
違
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
「
漿
帝
紀
」

　
と
も
一
致
し
な
い
。
こ
こ
で
は
彙
軍
門
元
年
五
月
偏
に
従
う
。

⑤
高
敏
「
秦
漢
賦
税
制
度
難
戦
一
、
同
氏
咽
秦
漢
史
論
集
』
（
中
州
書
画
社
、
～
九

　
八
二
年
）
所
収
、
頁
六
〇
。

⑥
秦
の
田
租
徴
収
率
に
つ
い
て
、
朱
紹
侯
氏
（
『
秦
漢
土
地
制
度
與
階
級
関
係
』
、

　
中
州
古
籍
猷
版
社
、
一
九
八
五
年
、
頁
四
六
）
も
同
じ
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

⑦
筆
者
は
嘗
て
基
礎
研
究
と
し
て
「
戦
国
秦
漢
忘
霜
南
北
朝
に
お
け
る
畝
綱
・
畝

　
収
及
び
労
働
生
走
性
」
と
い
う
一
文
を
記
し
た
。
そ
の
第
一
節
は
「
戦
国
秦
漢
大

　
小
畝
制
新
証
」
と
題
し
て
香
港
略
文
大
学
『
中
国
文
化
研
究
所
学
報
』
（
｝
九
九

　
八
年
）
掲
載
予
定
。
そ
の
第
二
節
（
未
発
表
）
「
戦
国
両
漢
魏
晋
南
北
朝
の
畝
収
扁

　
に
お
い
て
、
先
学
の
こ
の
時
期
に
お
け
る
一
罪
妾
た
り
の
収
穫
量
、
す
な
わ
ち
畝

　
収
に
つ
い
て
の
研
究
を
整
理
批
判
し
た
上
で
こ
の
時
期
の
畝
収
に
考
証
を
舶
え
、
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次
の
よ
う
な
見
解
を
鳩
し
て
い
る
。
一
般
自
作
農
経
営
の
下
で
、
旱
地
畑
農
業
の

　
主
要
な
作
物
粟
の
畝
収
は
、
い
わ
ゆ
る
中
歳
中
田
大
面
積
の
場
合
、
小
里
制
で
平

　
均
一
・
五
～
二
石
（
｝
石
1
1
二
〇
〇
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
、
石
と
解
と
の
厳
密
な

　
使
い
分
け
は
な
い
）
、
大
蒲
鰯
で
平
均
四
石
前
後
、
多
く
の
場
合
は
四
石
以
上
で

　
あ
る
。
皐
地
畑
農
業
の
場
合
に
は
、
戦
國
中
後
期
以
降
南
北
朝
隠
期
ま
で
、
畝
収

　
の
際
だ
っ
た
向
上
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
南
方
水
田
稲
作
地

　
域
の
畝
収
は
、
漢
代
前
期
に
は
四
石
と
推
測
さ
れ
る
の
に
対
し
、
六
朝
期
に
な
れ

　
ば
、
五
～
六
石
に
ま
で
上
が
っ
た
。
そ
の
上
昇
率
は
著
し
い
。

⑧
平
中
盗
賊
『
中
国
古
代
の
田
制
と
税
法
』
第
六
章
第
二
節
、
第
士
二
節
、
京
都
、

　
乱
築
文
堂
、
　
｝
九
山
ハ
一
年
、
頁
W
l
l
…
W
2
・
W
姐
l
W
娼
。

　
　
米
田
賢
次
郎
門
漢
代
田
租
査
定
法
管
見
扁
、
『
滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
十

　
七
号
、
昭
和
四
一
一
年
。

　
　
高
敏
「
秦
漢
史
雑
考
十
一
　
題
・
（
六
）
累
代
田
租
繋
按
畝
産
量
徴
収
説
」
、
前

　
掲
噸
秦
漢
史
論
集
』
所
収
、
頁
三
八
二
一
三
八
五
。

　
　
平
中
氏
は
吉
田
虎
雄
氏
（
『
両
漢
租
税
の
研
究
』
、
大
阪
屋
書
店
、
【
九
四
二
年
、

　
頁
二
三
）
の
見
解
を
受
け
、
遷
代
、
田
租
を
徴
収
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
毎
年
各

　
地
で
作
柄
を
調
査
し
て
徴
収
額
を
決
め
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
事
前
に
田
の
・
叩
質

　
を
上
・
中
・
下
三
等
に
分
け
、
平
年
の
畝
収
を
規
準
に
、
一
畝
の
租
額
を
算
定
し

　
て
行
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
米
田
氏
は
平
中
氏
の
研
究
の
上
に
、
さ
ら
に
こ

　
の
上
・
中
・
下
三
等
の
比
率
を
一
〇
一
八
一
六
と
推
断
し
、
こ
の
よ
う
な
三
等
の

　
比
率
は
吉
田
氏
が
唱
え
た
後
漢
の
建
初
三
（
七
八
）
年
、
或
い
は
平
中
氏
が
大
ま

　
か
に
推
定
し
た
前
漢
時
期
で
は
な
く
、
前
漢
の
宣
帝
期
に
既
に
存
在
し
て
い
た
こ

　
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
米
田
氏
が
唱
え
た
三
等
の
比
率
が
確
か
な
ら
ば
、
簗
者
の

　
推
定
す
る
浸
出
丁
三
斗
は
中
等
の
量
に
当
た
り
、
上
等
な
ら
一
・
六
斗
、
下
等

　
な
ら
約
一
斗
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
高
敏
氏
は
両
説
時
期
の
田
租
徴
収
が
一
方
で
は

　
田
畝
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
と
し
、
ま
た
も
う
一
方
で
は
郷
薔
夫
の
職
掌
に

　
よ
り
畝
当
た
り
の
収
量
に
基
づ
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
と
見
る
。
即
ち
、
高
氏
は
、

　
両
漢
時
期
の
田
穣
徴
収
は
田
畝
の
多
寡
と
畝
収
の
多
寡
、
二
つ
の
規
準
に
よ
っ
て

　
行
わ
れ
て
お
り
、
両
者
が
結
局
「
三
十
税
一
」
と
い
う
一
つ
の
言
葉
で
表
現
さ
れ

　
て
い
た
、
と
理
解
す
る
。
高
唱
の
理
解
は
平
中
氏
’
米
田
氏
の
そ
れ
と
異
な
ら
な

　
い
。

⑨
紙
歴
正
和
「
漢
時
代
の
恥
掻
1
一
特
に
「
百
一
而
税
」
に
つ
い
て
一
」
、
明
九

　
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
四
号
、
　
一
九
七
五
年
。

　
　
呉
慧
咽
中
国
歴
代
糧
食
畝
産
研
究
』
、
二
業
出
版
社
、
一
九
八
二
年
置
頁
一
七
。

　
　
越
智
重
明
コ
畝
一
〇
〇
歩
制
と
一
尉
二
四
〇
歩
綱
」
、
同
『
戦
国
秦
漢
史
－
匝

　
（
中
国
書
店
、
一
九
八
八
年
）
所
収
、
頁
四
五
【
一
四
五
二
。

⑩
拙
稿
「
戦
国
秦
漢
火
小
畝
制
新
証
」
、
香
港
田
文
大
学
『
中
国
文
化
研
究
所
学

　
報
』
　
｝
九
九
八
年
（
掲
載
予
定
）
。
稿
中
、
主
に
自
作
農
家
族
の
耕
作
能
力
か
ら

　
畝
覇
に
つ
い
て
考
察
し
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。
春
秋
宋
期
よ
り
、
西
周
以

　
来
の
伝
統
的
百
歩
一
畝
制
は
漸
く
動
揺
し
は
じ
め
、
戦
国
中
期
、
商
鞍
が
秦
国
に

　
お
い
て
変
法
を
遂
行
し
た
際
、
春
秋
末
期
以
来
の
関
東
地
方
に
お
け
る
畝
捌
改
革

　
の
動
き
の
影
響
を
受
け
、
始
め
て
二
四
〇
歩
｝
畝
制
を
秦
の
公
定
畝
積
と
し
て
定

　
着
さ
せ
、
自
ら
の
旧
領
と
新
た
に
征
服
し
た
地
域
に
お
い
て
着
々
と
大
棚
制
を
広

　
め
て
い
た
。
　
一
方
、
戦
国
中
後
期
の
緊
束
六
国
地
方
に
お
い
て
、
諸
國
の
公
定
畝

　
積
は
な
お
百
歩
　
畝
制
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
生
産
過
程
に

　
お
い
て
は
一
一
四
〇
歩
｝
畝
制
を
用
い
て
い
た
可
能
性
が
帯
出
山
一
号
漢
墓
幽
土
の

　
凹
「
守
法
」
・
「
守
令
」
等
十
三
篇
』
の
「
田
法
隔
の
記
述
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
高

　
く
な
っ
て
い
る
。
秦
の
始
皇
帝
の
中
国
統
一
の
際
、
基
本
的
に
秦
の
制
度
を
基
準

　
と
し
て
中
国
の
度
量
衡
制
度
を
統
　
し
た
。
武
帝
以
前
、
小
畝
制
の
使
稽
を
述
べ

　
る
史
料
は
晃
錯
の
「
論
貴
書
疏
」
一
例
し
か
な
い
の
に
対
し
、
大
鑑
制
の
運
用
を

　
裏
付
け
る
新
出
史
料
は
次
々
と
現
れ
て
き
て
お
り
、
特
に
張
家
山
M
二
四
七
号
漢

　
墓
出
土
の
漢
書
は
、
武
帝
以
前
の
公
定
畝
積
の
確
定
に
決
定
的
な
証
拠
を
与
え
た
。
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⑪
欄
初
学
記
』
巻
二
七
絹
条
に
引
く
『
晋
故
事
撫
に
、
「
凡
民
丁
課
田
、
夫
五
十

　
畝
、
収
租
四
壁
、
絹
三
匹
、
綿
三
斤
。
（
下
略
〉
」
と
あ
る
。
五
十
畝
に
田
租
四
解

　
な
ら
、
畝
ご
と
に
八
升
と
な
る
。
こ
の
史
料
に
基
づ
き
西
晋
期
の
田
租
毎
期
八
升

　
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
説
を
疑
問
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

　
は
稿
を
改
め
て
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
。

⑫
睡
虎
甚
深
墓
詣
簡
整
理
小
組
編
剛
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
臨
、
四
秦
律
十
八
種
駄
釈

　
文
・
注
釈
頁
二
三
一
工
四
、
文
物
出
版
社
、
一
九
七
六
年
。

⑬
黄
盛
璋
「
江
謬
論
嵐
山
漢
墓
簡
版
及
幽
暗
歴
史
地
理
研
究
上
的
価
魚
」
、
『
文

　
物
』
　
｝
九
七
四
年
第
六
期
。

⑭
山
田
勝
芳
糊
秦
漢
財
政
収
入
研
究
臨
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）
第
二
章

　
「
田
租
・
甥
藁
税
」
、
頁
七
七
－
七
八
。

⑮
　
漢
代
の
鯛
藁
税
徴
収
が
穀
物
で
行
わ
れ
た
と
い
う
説
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、

　
弘
…
「
江
陵
鳳
嵐
山
漢
墓
誌
聴
許
探
」
（
凹
文
物
臨
　
一
九
七
四
年
第
六
期
）
が
あ
る
。

⑯
顔
師
古
注
『
急
極
細
』
巻
三
、
叢
書
集
成
初
編
、
灌
務
印
書
館
。

⑰
『
後
漢
書
盛
巻
｝
「
光
武
帝
紀
」
図
引
凹
束
論
記
臨
に
、
「
為
季
父
故
春
陵
侯

　
野
司
馬
蝿
、
訟
地
無
元
年
十
二
月
壬
寅
前
租
二
万
六
千
鱗
、
劉
稿
銭
若
干
万
」
と

　
あ
り
、
恐
ら
く
鶉
藁
税
を
銭
に
換
算
し
て
納
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
「
鶉
稿
銭
」
と

　
言
わ
れ
る
。

⑱
算
賦
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
撫
巻
一
上
「
高
祖
紀
」
の
四
年
八
月
の
条
の
「
初

　
出
算
賦
」
の
如
淳
注
に
、
「
淡
評
注
、
民
需
十
五
以
上
至
涯
十
六
繊
賦
銭
、
入
百

　
二
十
為
一
算
、
為
治
庫
兵
車
馬
脚
と
あ
り
、
『
漢
書
扇
二
二
「
恵
帝
紀
」
注
引
応

　
勘
曰
く
に
、
「
漢
律
、
累
歳
一
算
、
算
百
二
十
銭
、
唯
質
人
興
奴
嫌
偏
理
」
と
あ

　
り
、
ま
た
衛
宏
『
漢
書
旧
儀
臨
巻
下
に
も
、
「
令
民
男
華
年
十
五
以
上
至
五
十
六

　
韻
賦
銭
、
入
百
二
十
為
…
算
、
以
給
車
馬
」
と
あ
る
。
ま
た
訴
訟
に
つ
い
て
は
、

　
『
漢
書
輪
帯
七
「
昭
帝
紀
」
元
鳳
四
年
正
月
の
条
の
「
毎
収
四
年
五
年
口
論
」
の

　
知
淳
の
注
に
、
「
漢
儀
注
、
民
年
七
歳
至
十
四
出
口
賦
銭
、
人
二
十
三
銭
、
二
十

　
中
沼
食
天
子
、
其
三
銭
者
、
武
帝
加
口
銭
、
以
補
車
騎
馬
」
と
あ
る
。

⑲
加
藤
繁
「
算
賦
に
就
い
て
の
小
研
究
」
、
凹
支
那
経
済
史
考
証
』
（
東
洋
文
庫
、

　
一
九
五
二
年
）
上
所
収
。

⑳
山
田
勝
芳
前
掲
一
食
漢
財
政
収
入
研
究
』
第
三
章
第
…
節
、
頁
＝
鳳
七
－
一
五

　
三
。

⑳
永
田
英
正
「
漢
代
人
頭
税
の
崩
壊
過
程
i
特
に
算
賦
を
中
心
と
し
て
一
」
、

　
『
東
洋
史
研
究
』
第
十
八
巻
第
四
号
、
昭
和
三
十
五
年
。

⑫
　
例
え
ば
、
賀
昌
群
「
論
西
漢
音
土
地
占
有
形
態
」
（
『
歴
史
研
究
』
　
一
九
五
五
年

　
第
二
期
初
出
、
後
『
巾
圃
歴
代
土
地
制
度
問
題
討
論
集
嚇
所
収
、
生
活
・
読
書
・

　
新
知
三
露
華
版
社
、
…
九
五
七
年
、
頁
九
ニ
ー
＝
得
心
）
、
曾
延
偉
『
両
漢
社
会

　
経
済
発
展
史
初
探
匝
（
中
国
社
会
科
学
繊
版
社
、
㎜
九
八
九
年
、
頁
二
五
）
、
ま
た

　
前
掲
周
團
林
門
面
文
偏
な
ど
が
あ
る
。

⑬
　
例
え
ば
、
川
勝
義
雄
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
輪
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二

　
年
）
第
一
章
「
貴
族
政
治
の
成
立
」
。
ま
た
、
「
六
朝
初
期
の
貴
族
鋼
と
封
建
社

　
会
」
、
川
勝
義
雄
・
礪
波
護
編
凹
中
国
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
（
京
都
大
学
人
文
科

　
学
研
究
所
、
一
九
八
七
年
）
所
収
、
頁
三
一
五
二
。
稲
葉
一
郎
「
渓
代
に
お
け
る

　
民
間
秩
序
の
形
成
1
い
わ
ゆ
る
豪
族
を
中
心
と
す
る
一
」
、
同
『
中
国
貴
族

　
刎
社
会
の
研
究
舳
所
収
、
頁
二
四
三
－
二
七
四
、
な
ど
を
参
照
。

⑳
『
漢
晋
』
巻
七
六
「
趙
広
漢
伝
」
に
、
「
郡
大
廟
原
・
緒
宗
族
横
難
、
賓
客
犯

　
為
盗
賊
、
前
二
千
石
莫
能
禽
制
偏
と
あ
る
。
『
漢
書
』
巻
七
七
門
何
並
蝕
し
に
、

　
「
陽
翌
義
侠
二
季
・
李
款
多
畜
賓
客
、
以
気
力
漁
食
指
黒
、
至
姦
人
婦
女
、
持
吏

　
長
短
、
従
横
里
中
」
と
あ
る
。
病
巣
『
後
漢
紀
』
巻
ニ
ニ
延
蕪
九
年
夏
頽
の
条
に
、

　
「
陳
鳥
人
夏
中
、
字
子
治
、
安
貧
楽
道
、
而
不
求
当
世
、
郡
内
多
豪
族
、
奢
而
溝

　
徳
」
と
あ
る
。

⑳
　
平
中
苓
次
前
掲
糊
中
国
酒
代
の
田
制
と
税
法
同
第
六
幽
門
十
節
、
第
鴇
2
7
1
町

　
3
0
頁
。
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曹魏租調制度についての一考察（張）

⑳
　
い
わ
ゆ
る
「
｝
家
五
口
」
と
は
、
通
常
秦
漢
以
来
の
一
自
作
農
家
族
の
平
均
人

　
口
、
つ
ま
り
、
家
族
全
員
を
指
し
て
い
る
。
但
し
、
反
対
意
見
も
あ
る
。
例
え
ば

　
郡
台
新
酒
の
「
試
論
漢
代
農
戸
的
｝
家
五
口
」
（
中
国
秦
薫
風
研
究
会
編
『
秦
漢

　
史
論
叢
臨
第
五
輯
所
収
、
北
京
、
法
律
禺
版
社
、
一
九
九
二
年
）
が
あ
る
。
郡
氏

　
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
一
家
五
口
」
と
は
、
一
家
族
平
均
五
人
の
労
働
力
或
い

　
は
納
税
者
が
あ
る
こ
と
を
指
す
と
い
う
。
氏
の
論
拠
は
丁
男
一
人
の
生
産
能
力
で

　
あ
る
。
氏
は
『
漢
書
・
趙
充
国
伝
』
・
噸
流
沙
墜
筋
・
戌
卒
類
』
第
三
十
｝
簡
な
ど

　
の
史
料
に
よ
り
、
｝
労
働
力
の
生
産
能
力
は
二
〇
畝
前
後
で
あ
る
と
推
定
し
（
こ

　
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
戦
国
秦
漢
大
小
畝
制
新
羅
」
を
参
照
さ
れ
た
い
）
、

　
こ
の
上
で
、
コ
夫
百
畝
」
と
い
う
一
家
族
の
耕
作
量
は
、
工
人
が
外
出
服
役

　
（
氏
は
晃
錯
の
「
其
服
役
者
不
下
二
人
」
を
単
純
に
外
回
し
て
労
役
に
従
事
す
る

　
と
理
解
し
て
い
る
）
の
た
め
、
少
な
く
と
も
置
人
の
労
働
力
が
あ
っ
て
初
め
て
や

　
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
推
断
し
た
。
こ
う
し
て
「
｝
家
五
口
」
が
五
人
の
労

　
働
力
或
い
は
納
税
者
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
た
。
「
温
服
役
者
不
下
二
人
漏

　
へ
の
誤
解
は
と
も
か
く
、
郡
氏
は
戦
国
秦
漢
時
期
の
畝
制
の
変
化
を
完
全
に
無
視

　
し
て
い
る
。

⑳
　
宇
都
宮
溝
吉
「
続
濃
志
百
官
受
俸
例
考
据
及
び
門
再
考
」
、
同
臓
磐
代
社
会
経

　
済
史
研
究
憾
（
弘
文
堂
、
｝
九
五
五
年
）
所
収
、
頁
二
〇
二
一
一
一
三
七
。

　
　
『
漢
書
』
巻
七
二
「
貢
禺
伝
」
。

⑲
　
黄
宗
義
『
明
輝
歴
訪
録
』
田
制
三
。

⑳
　
　
『
後
漢
書
』
列
伝
第
四
二
「
崔
鯛
伝
附
崔
楚
伝
」
。

⑳
　
渡
部
武
訳
注
隅
三
論
月
令
　
漢
代
の
歳
事
と
農
事
』

　
一
九
八
七
年
）
、
「
糊
四
民
月
令
』
内
容
分
類
表
縣
。

（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
、

⑳
　
渡
部
武
醐
四
民
月
令
』
に
見
え
る
後
漢
時
代
の
豪
族
の
生
活
扁
、
同
噸
四
民
月

　
令
　
聖
代
の
歳
4
5
と
農
事
臨
所
収
、
頁
二
〇
四
。

⑬
　
地
方
官
吏
の
定
員
の
削
減
と
四
百
四
縣
の
統
合
合
併
と
の
改
革
措
置
は
、
隅
後

　
漢
書
隔
巻
一
「
光
武
帝
紀
」
建
武
六
年
六
月
一
睡
の
詔
の
中
に
見
え
る
。
奴
脾
の

　
解
放
は
、
建
武
六
年
十
｝
月
下
卯
の
詔
の
中
に
見
え
る
。

⑳
　
後
漢
時
代
各
段
階
の
政
治
と
社
会
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
東
晋
次
咽
後
漢
時
代

　
の
政
治
と
社
会
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
｝
九
九
五
年
）
を
参
照
。

⑮
　
貢
禺
が
貨
幣
の
弊
害
を
指
摘
し
、
「
租
税
禄
賜
皆
以
布
鵡
及
穀
、
使
百
姓
壼
帰

　
於
農
」
と
提
案
し
た
こ
と
が
、
凹
漢
書
臨
巻
七
二
本
伝
に
児
え
る
。
後
漢
時
期
、

　
章
帝
元
和
年
間
（
八
四
…
八
六
年
）
、
尚
書
の
張
林
が
上
書
し
、
「
可
尽
封
銭
、
一

　
賢
母
吊
為
租
、
以
通
天
下
為
用
扁
と
建
言
し
た
が
、
朱
暉
の
反
対
の
た
め
中
止
せ

　
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
（
『
後
漢
書
服
巻
六
三
「
朱
障
伝
嚥
、
『
晋
書
』
巻
二
六

　
「
食
貨
志
」
）
。

⑳
　
劉
文
英
『
王
符
評
伝
輪
附
『
仲
長
官
評
伝
』
（
南
京
大
学
出
版
社
、
　
一
九
九
三

　
年
）
頁
二
九
九
。

⑳
　
同
じ
く
『
後
漢
書
輪
本
伝
に
は
、
ま
た
仲
長
統
の
詩
二
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
内
容
、
そ
れ
に
そ
の
境
地
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
詩
二
首
は
萄
或
の
死
後
、

　
仲
皇
統
が
志
操
の
幕
下
か
ら
離
れ
世
を
避
け
よ
う
と
し
た
後
に
作
ら
れ
た
も
の
と

　
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
二
首
は
却
っ
て
本
伝
の
前
半
、
尚
書
郎
に

　
就
く
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
劉
文
英
前
掲
『
伸
長
統
評
伝
輪
を
参
考
、
頁
三
六

　
一
・
三
七
九
。

⑳
謬
襲
田
虫
欝
表
」
、
『
三
国
志
』
巻
二
一
糊
魏
書
・
即
詰
静
黙
注
引
。
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四
　
曹
魏
租
調
制
の
成
立

H
　
曹
操
政
権
の
性
格
と
曹
操
「
令
」
の
中
心
思
想

　
両
漢
四
百
年
を
通
じ
て
の
最
大
の
社
会
問
題
は
豪
族
の
兼
併
で
あ
る
。
特
に
後
漢
王
朝
の
放
漫
政
策
の
下
、
豪
族
の
経
済
的
力
と
社
会
的
力

と
は
樹
帯
に
作
用
し
、
後
漢
の
豪
族
勢
力
は
前
漢
と
は
比
較
し
得
ぬ
ま
で
に
成
長
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
興
の
豪
族
が
幽
思
に
武
．
断
し
、
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

域
社
会
の
民
衆
に
経
済
的
収
奪
や
暴
力
的
圧
迫
を
加
え
た
例
は
枚
挙
に
暇
な
い
。
豪
族
勢
力
の
膨
張
を
も
た
ら
し
た
原
因
に
つ
い
て
、
先
に
わ

れ
わ
れ
は
諸
原
因
の
申
で
も
特
に
租
賦
政
策
の
面
か
ら
見
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
土
豪
的
な
豪
族
勢
力
の
拡
張
と
岡
時
に
、
儒
家
的
道
徳
倫
理

を
立
身
処
世
の
準
則
と
す
る
豪
族
勢
力
も
成
長
し
て
き
た
。
こ
の
勢
力
を
代
表
す
る
豪
族
は
、
新
興
の
土
豪
的
な
豪
族
と
比
べ
れ
ば
、
儒
家
的

教
養
の
高
い
比
較
的
成
熟
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
楊
聯
忍
車
は
こ
の
よ
う
な
勢
力
を
「
清
流
」
と
呼
び
、
こ
の
「
清
流
」
勢
力
の
反
対
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

立
っ
た
者
た
ち
を
「
濁
流
偏
と
呼
ん
だ
。
「
清
流
」
と
い
う
概
念
は
後
に
再
勝
義
雄
氏
に
用
い
ら
れ
、
氏
の
六
朝
貴
族
及
び
貴
族
制
社
会
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

立
に
関
す
る
研
究
上
の
重
要
な
概
念
と
な
っ
て
い
た
。
州
勝
氏
は
さ
ら
に
曹
操
軍
団
の
構
成
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
曹
操
軍
団
に
参
与
し
た

士
大
夫
の
系
譜
か
ら
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
曹
操
の
華
北
統
一
に
最
大
の
寄
与
を
な
し
、
功
臣
第
一
を
称
せ
ら
れ
た
筍
或
、
及
び
功
績
こ
れ
に

次
ぐ
筍
仮
は
、
と
も
に
頴
州
の
豪
族
荷
氏
と
し
て
、
祖
父
の
代
以
来
漢
末
清
掃
の
徒
の
申
心
的
人
物
を
輩
出
し
た
一
家
に
属
す
る
。
こ
と
に
筍

或
は
士
大
夫
と
し
て
最
も
早
く
か
ら
曹
操
に
協
力
し
、
多
数
の
俊
賢
を
推
親
し
て
、
そ
の
政
府
建
設
の
基
礎
を
す
え
た
。
彼
に
よ
っ
て
登
場
し

て
き
た
人
物
は
、
以
後
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
曹
魏
政
府
の
台
閣
に
列
し
、
さ
ら
に
そ
の
多
く
は
魏
晋
を
通
じ
て
代
々
高
官
の
地
位
を
保
ち
つ
づ
け

④る
。
二
瀬
が
は
っ
き
り
と
曹
操
に
協
力
を
表
明
し
た
の
は
初
平
二
（
一
九
一
）
年
、
廿
里
十
七
（
二
ご
一
）
年
十
月
、
斎
忌
が
「
濫
訴
」
を
受
け

る
こ
と
に
反
対
し
、
曹
操
と
決
裂
し
て
「
飲
薬
而
卒
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
ま
で
、
彼
の
活
動
期
は
曹
操
政
権
の
建
設
過
程
と
終
始
し
て
い
た

と
い
っ
て
も
よ
い
。
曹
魏
政
権
の
性
格
に
つ
い
て
、
川
勝
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
、
漢
末
党
銅
の
禁
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
て
い
た
清
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曹魏租調制度についての一考察（張）

流
派
は
、
後
漢
政
府
の
崩
壊
に
よ
っ
て
復
活
し
、
曹
操
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
秩
序
の
形
成
に
努
力
し
た
。
い
わ
ば
批
難
政
府

の
首
脳
た
ち
を
生
み
出
し
た
の
は
漢
末
の
清
流
勢
力
で
あ
る
。
こ
の
　
点
は
曹
魏
政
権
の
性
格
に
決
定
的
な
要
素
を
与
え
た
。
川
勝
氏
の
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
見
解
に
は
一
部
か
ら
の
反
論
は
あ
る
も
の
の
、
十
分
な
説
得
力
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
曹
操
の
も
と
で
の
賢
し
い
秩
序
の
建
設
の
う
ち
、
新
財
政
経
済
秩
序
の
一
環
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
こ
の
建
安
四
・
五
年
に
案
出
し

た
薪
多
調
制
で
あ
る
。
新
し
い
歴
史
段
階
の
農
村
社
会
の
情
勢
に
基
づ
い
て
社
会
安
定
を
は
か
り
、
濁
流
豪
族
の
勢
力
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る

清
流
豪
族
の
士
大
盗
倫
理
、
そ
れ
が
恐
ら
く
萄
或
ら
清
流
士
人
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
薪
租
調
製
成
立
の
土
台
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
本
論
の
冒
頭
で
引
い
た
曹
操
の
「
令
」
か
ら
見
れ
ば
、
豪
族
勢
力
の
抑
制
が
こ
の
令
文
を
貫
く
中
心
思
想
で
あ
る
。
そ
の
矛
先
の
向
か
う
と

こ
ろ
は
、
ま
さ
に
「
豪
強
檀
恣
、
親
戚
兼
併
」
に
よ
っ
て
「
下
民
貧
弱
に
し
て
代
り
て
租
賦
を
出
だ
す
、
家
財
を
街
署
す
る
も
命
に
応
ず
る
に

足
ら
ず
」
と
い
っ
た
社
会
事
情
を
も
た
ら
し
た
「
奢
り
て
徳
薄
」
き
豪
族
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
後
書
中
後
期
以
来
の
社
会
批
判
思
潮
や
後
漢

末
期
の
清
流
士
人
に
よ
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
の
中
心
課
題
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
曹
操
の
萩
制
の
力
点
が
「
豪
強
兼
併
の
法
を
重
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
」
に
あ
っ
た
た
め
に
、
新
宝
調
令
が
河
北
で
押
し
広
げ
ら
れ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
「
百
姓
喜
悦
す
」
と
い
う
。

　
こ
こ
で
、
も
う
一
度
筍
悦
と
縦
長
統
の
言
論
を
考
え
て
み
よ
う
。
筍
悦
も
頴
川
荷
氏
の
一
員
で
、
家
族
関
係
か
ら
い
う
と
、
筍
或
の
従
兄
弟

に
当
た
る
。
筍
悦
の
あ
の
漢
代
三
十
税
　
の
軽
租
政
策
に
対
す
る
批
判
が
何
時
書
か
れ
た
か
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
く
、
重
要
な
の
は
、
筍
悦

の
言
論
が
漢
末
清
流
士
大
夫
の
一
般
的
な
議
論
を
代
表
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
普
遍
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
仲
長
統
の

言
論
も
同
様
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
後
漢
書
葡
或
伝
に
は
、
荷
或
は
「
又
、
［
曹
］
操
に
計
謀
の
士
、
従
子
鼠
及
び
鐘
縣
・
郭
嘉
・
陳
群
・

杜
襲
・
司
馬
酪
・
戯
無
才
ら
を
進
め
、
皆
な
其
の
挙
に
称
う
」
と
伝
え
て
い
る
。
筍
或
の
推
薦
リ
ス
ト
の
う
ち
に
尊
長
統
の
名
は
見
ら
れ
な
い

が
、
後
漢
書
勢
家
統
伝
及
び
　
襲
の
『
昌
言
表
』
に
よ
れ
ば
、
仲
長
統
は
筍
或
の
尚
書
令
の
在
任
中
に
曹
操
に
俊
賢
と
し
て
叢
書
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
見
れ
ば
、
筍
悦
の
場
合
と
同
じ
く
、
伸
長
統
の
言
論
が
何
時
書
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
も
さ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
く
、
肝
心
な

の
は
や
は
り
そ
の
言
論
の
普
遍
的
意
義
で
あ
ろ
う
。
漢
末
清
流
士
大
夫
の
四
百
年
に
わ
た
る
両
漢
の
租
賦
制
度
に
対
す
る
認
識
、
特
に
そ
の
弊
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害
に
対
す
る
認
識
は
、
最
終
的
に
筍
悦
と
仲
長
統
の
言
論
に
よ
っ
て
結
実
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
新
租
調
質
の
考
案
に
当
た
り
、
そ

こ
に
こ
れ
ら
清
流
士
大
夫
の
政
治
理
念
や
経
済
思
想
が
溶
け
こ
み
、
軽
租
政
策
の
廃
止
と
田
租
増
額
の
制
度
化
を
見
た
こ
と
は
、
理
の
当
然
で

あ
ろ
う
。

i36 （914）

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

口
　
　
「
収
田
租
畝
四
升
」
は
「
収
田
穏
畝
四
斗
」
の
誤
り
で
あ
る

　
曹
操
款
租
調
制
の
成
立
の
背
景
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
簡
単
に
戸
調
の
絹
綿
を
考
え
て
み
た
い
。

　
曹
操
新
宿
調
制
が
漢
代
の
算
賦
・
宝
蔵
等
の
銭
納
税
を
一
括
し
、
戸
単
位
で
実
物
の
絹
綿
を
課
徴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
新
し
い
社

会
事
情
に
適
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
漢
代
の
銭
納
税
の
弊
害
を
取
り
除
く
と
い
う
意
図
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
骨
植
の
起
源
、

変
化
に
つ
い
て
は
、
端
者
儒
氏
を
は
じ
め
多
く
の
先
学
が
雷
及
し
て
お
り
、
詳
細
は
そ
れ
ら
に
譲
る
。
こ
こ
で
少
し
ふ
れ
た
い
の
は
こ
の
戸
調

の
軽
重
で
あ
る
。

　
前
掲
蓑
剛
・
傅
克
輝
論
文
は
、
曹
魏
話
調
制
の
戸
調
絹
二
匹
・
綿
二
輪
を
両
漢
画
晋
時
期
の
平
価
で
貨
幣
に
換
算
し
て
、
絹
二
匹
・
謝
罪
斤

の
価
値
は
前
代
口
算
賦
の
二
～
三
倍
に
当
た
る
と
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
曹
魏
租
調
制
は
戸
調
の
収
奪
に
偏
っ
て
い
る
、
と
推
断
し
た
。
楊
一

民
論
文
に
は
屯
田
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
両
論
文
か
ら
は
、
曹
答
礼
調
制
が
引
き
続
き
漢
代
の
課
租
政
策
を
踏
襲
し
、
漢
代
の
口
帯

心
よ
り
二
～
三
倍
も
重
い
戸
調
或
い
は
屯
田
の
収
入
を
通
じ
て
軽
租
政
策
に
よ
る
財
政
収
入
の
損
失
を
補
っ
た
と
い
う
言
外
の
意
味
が
読
み
と

れ
る
。
無
心
に
読
め
ば
、
道
理
は
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
次
の
二
点
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
第
一
に
、
裳
・
傅
論
文
は
単
純
に
価
格
の
比

較
で
短
絡
的
に
戸
調
の
軽
重
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
ほ
と
ん
ど
単
一
な
経
営
形
態
の
農
業
社
会
の
考
察
に
当
た
り
誤

ち
を
犯
し
勝
ち
で
あ
る
。
第
二
に
、
蓑
・
傅
論
文
で
は
口
算
賦
な
ど
の
銭
納
税
の
漢
代
社
会
に
も
た
ら
し
た
弊
害
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。
単
一

な
経
営
形
態
の
農
業
社
会
に
と
っ
て
は
、
銭
納
税
の
廃
止
、
実
物
徴
収
へ
の
切
り
替
え
、
そ
れ
自
体
が
か
な
り
の
収
奪
緩
和
を
も
た
ら
し
た
。

農
村
社
会
の
多
数
を
占
め
る
自
作
農
民
に
と
り
、
換
金
過
程
で
の
損
失
は
免
れ
得
た
は
ず
で
あ
る
。
楊
一
民
論
文
で
強
調
さ
れ
た
屯
田
問
題
に



暫魏一調制度についての一考察（張）

関
し
て
は
、
周
国
林
「
両
文
」
で
既
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
門
馬
賦
の
銭
納
税
を
改
め
て
戸
単
位
で
実
物
の
戸
調
を
課
徴
し
た
、
こ
の
重
大
な
改
革
の
背
後
に
は
も
う
一
つ
巨
大
な
力
が
働
い
て
い
た
。

そ
れ
は
社
会
の
質
的
変
化
で
あ
り
、
永
田
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
郷
里
制
、
大
き
く
雷
え
ば
古
代
社
会
の
崩
壊
で
あ
っ
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
郷

里
制
の
崩
壊
に
随
い
、
本
来
二
戸
一
戸
の
自
作
小
農
民
の
自
立
性
の
上
に
据
え
ら
れ
た
郷
里
関
係
に
は
変
化
が
起
こ
り
、
自
立
小
農
民
は
在
地

豪
族
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
地
域
共
同
体
の
一
員
と
な
っ
た
。
こ
う
い
つ
た
社
会
の
変
化
に
と
も
な
い
、
租
賦
制
度
に
も
変
化
が
現
れ
た
。
そ

の
最
た
る
も
の
が
戸
調
の
出
現
で
あ
る
。
戸
調
は
時
代
的
特
徴
と
し
て
「
九
晶
相
通
」
「
九
贔
導
通
」
の
語
が
端
的
に
象
徴
す
る
よ
う
に
、
決

し
て
戸
ご
と
に
等
し
く
絹
二
匹
・
綿
二
斤
を
課
徴
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
地
域
共
同
体
社
会
の
形
成
と
魏
晋
租
調
制
と
の
問
に
潜
ん
だ
内
的
関

係
の
究
明
は
有
意
義
な
課
題
で
あ
り
、
稿
を
改
め
て
詳
述
し
た
い
。

　
田
租
の
話
題
に
戻
り
た
い
。
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
賀
贔
群
氏
の
「
升
斗
弁
」
は
漢
唐
間
に
お
け
る
升
・
斗
の
誤
用
に
つ
い
て
幾
多
の
例
か

ら
＝
疋
の
法
則
を
導
い
た
。
上
国
林
「
白
文
」
は
さ
ら
に
国
家
財
政
の
収
支
、
「
収
田
租
畝
四
升
」
の
構
成
し
た
租
率
、
農
民
の
腰
帯
問
題
及

び
当
時
の
農
業
発
展
水
準
な
ど
の
諸
方
面
か
ら
考
察
を
加
え
、
有
力
な
論
拠
を
多
く
提
示
し
て
い
る
。
詳
細
は
平
氏
と
周
壁
の
論
文
に
譲
り
、

こ
こ
で
は
租
率
の
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
、
周
国
林
氏
の
「
両
文
」
に
修
正
を
加
え
た
い
。

　
「
白
文
」
は
『
昌
需
・
損
益
篇
』
・
『
東
観
漢
記
・
張
藤
織
』
・
『
三
国
志
・
長
瀞
牧
伝
』
・
稽
康
『
養
生
論
』
・
『
晋
書
・
傅
土
舟
』
と
『
華

亡
国
志
・
蜀
志
』
に
伝
え
る
畝
当
た
り
の
収
穫
量
に
よ
っ
て
、
曹
魏
時
期
に
お
い
て
一
塩
当
た
り
の
収
量
は
少
な
く
と
も
陰
萎
、
多
き
は
一
〇

解
以
上
に
も
上
っ
た
と
見
た
上
で
、
『
置
石
・
損
益
篇
』
の
三
糾
と
『
三
国
志
・
三
遷
牧
伝
』
の
五
解
を
典
型
的
収
量
と
し
て
「
収
田
租
畝
四

升
」
の
構
成
す
る
租
率
を
分
析
し
た
。
こ
の
二
つ
の
収
量
で
算
出
し
た
租
率
は
そ
れ
ぞ
れ
七
五
分
の
一
と
＝
｝
五
分
の
一
で
あ
る
。
筆
者
の
見

る
所
で
は
、
『
昌
言
・
損
益
篇
』
の
三
解
は
後
漢
末
の
混
乱
期
、
農
業
生
産
低
下
時
の
や
や
低
い
見
積
も
り
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
国
漢

照
覧
時
期
に
わ
た
っ
て
総
体
的
に
見
れ
ば
、
聖
地
畑
農
業
を
営
む
華
北
地
域
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
中
田
中
年
し
の
大
面
積
平
均
畝
収
は
四
二

前
後
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
『
三
国
志
・
鐘
離
牧
伝
』
に
伝
え
る
収
量
は
籾
殻
に
換
算
す
れ
ば
実
は
六
解
弱
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
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鐘
離
牧
伝
に
見
え
る
の
は
江
南
先
進
地
方
の
水
田
の
収
穫
量
で
あ
り
、
曹
魏
租
毒
悪
を
論
ず
る
史
料
に
は
な
り
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
作

農
経
営
形
態
下
の
旱
地
畑
農
業
の
平
均
畝
収
を
四
鱗
と
す
れ
ば
、
「
収
田
租
畝
四
升
」
が
構
成
し
た
租
率
は
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
分
の
一
で
あ
る
。

こ
の
百
一
の
税
は
漢
代
の
三
十
税
一
よ
り
三
倍
以
上
も
低
く
、
荷
悦
が
痛
烈
に
批
判
し
た
後
漢
の
一
部
の
豪
族
の
田
租
の
得
率
と
同
じ
で
あ
る
。

曹
黒
蝿
租
調
制
の
成
立
の
北
且
尽
を
確
認
し
た
今
、
わ
れ
わ
れ
は
、
清
流
士
大
夫
萄
或
を
中
心
と
し
た
曹
操
政
府
の
知
嚢
た
ち
が
後
漢
期
の
豪
族

勢
力
を
最
も
象
徴
す
る
百
一
の
税
率
を
曹
操
新
制
に
取
り
入
た
と
は
、
も
は
や
認
め
難
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
曹
魏
租
調
制
の
田
租
額
を
毎
畝
「
四
斗
」
と
認
め
た
と
き
、
両
漢
魏
晋
期
の
自
作
農
家
族
の
耕
作
能
力
を
五
〇
畝
と
し
て
、
一
家
族
の
年
間

の
田
租
供
出
量
は
二
〇
斜
と
な
る
。
こ
の
二
〇
解
と
い
う
田
租
負
担
は
魏
晋
期
に
お
け
る
国
家
編
戸
に
課
せ
ら
れ
た
平
均
値
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
に
関
係
す
る
究
明
す
べ
き
問
題
は
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
升
・
斗
を
用
い
て
は
、
「
収
田
租
畝
四
升
」
と
い
う
租
額
の
軽
さ
の
実
感
が
あ
ま
り
得
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
、
一
度
現
代
の

単
位
で
換
算
し
て
み
よ
う
。
後
漢
・
曹
魏
時
期
の
一
升
、
そ
の
推
算
と
実
測
の
デ
ー
タ
は
場
合
に
よ
っ
て
異
見
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は

　
　
　
　
　
⑧

～
致
し
て
い
る
。
整
数
を
取
る
と
、
二
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
で
あ
る
。
｝
畝
の
田
租
は
四
升
、
す
な
わ
ち
八
○
○
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
。
ま
た
、
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

国
鼎
氏
の
実
測
に
よ
れ
ば
、
粟
一
〇
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
重
さ
は
一
・
三
五
市
斤
（
六
七
五
グ
ラ
ム
）
、
す
る
と
、
八
○
○
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の

粟
は
一
・
○
八
丁
斤
（
五
四
〇
グ
ラ
ム
）
、
六
割
の
脱
穀
率
と
す
れ
ば
得
ら
れ
る
糖
米
は
○
・
六
五
市
区
（
三
二
四
グ
ラ
ム
）
。
つ
ま
り
、
～
畝
当

た
り
の
田
租
は
糖
米
○
・
六
五
市
斤
（
三
二
四
グ
ラ
ム
）
、
こ
れ
は
僅
か
一
壮
年
男
子
の
一
食
分
の
食
糧
に
過
ぎ
な
い
。

　
畝
制
か
ら
欝
う
と
、
後
漢
時
期
の
一
轍
は
現
行
中
国
畝
の
○
・
六
九
二
市
畝
に
相
当
、
曹
魏
時
期
の
一
尺
の
長
さ
は
漢
代
の
二
三
・
一
町
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

チ
よ
り
や
や
長
く
約
二
四
・
一
越
セ
ン
チ
、
よ
っ
て
、
畝
の
面
積
も
や
や
広
く
な
り
、
○
・
七
五
九
丸
盆
に
相
当
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
牛

虻
の
度
塁
衡
制
が
何
時
施
行
さ
れ
た
か
は
は
っ
き
り
分
か
ら
ず
、
租
調
制
を
実
行
し
始
め
た
段
階
で
は
漢
制
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分

あ
り
得
る
。
～
畝
（
○
・
六
九
二
市
畝
、
四
・
六
一
a
）
に
田
租
四
升
（
一
・
○
八
市
田
、
五
四
〇
グ
ラ
ム
）
の
籾
粟
を
課
徴
す
る
こ
と
が
、
数
量
的

に
見
て
も
理
に
か
な
わ
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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㊦
　
漢
代
豪
族
研
究
に
つ
い
て
の
回
顧
と
展
望
は
、
來
晋
次
前
掲
『
後
漢
時
代
の
政

　
治
と
社
会
臨
の
整
理
に
譲
り
た
い
。

②
楊
聯
陞
「
束
惚
気
豪
族
」
、
『
清
藁
学
報
』
第
十
｝
巻
第
四
期
、
一
九
三
六
年
。

③
こ
の
こ
と
は
川
勝
義
雄
氏
の
「
貴
族
政
治
の
成
立
扁
と
い
う
｝
文
の
章
節
見
描

　
し
（
一
、
魏
晋
貴
族
の
系
譜
　
二
、
漢
末
清
濁
二
流
の
対
立
　
三
、
清
濁
勢
力
の

　
構
造
　
四
、
清
流
勢
力
よ
り
魏
晋
貴
族
へ
）
に
象
徴
的
に
現
れ
る
。
川
勝
氏
前
掲

　
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
第
－
部
第
一
章
。

④
川
勝
義
雄
前
掲
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
第
H
部
第
一
章
「
曹
操
軍
団
の

　
構
成
」
。

⑤
例
え
ば
、
五
井
直
弘
「
曹
操
政
権
の
性
格
に
就
い
て
」
、
『
歴
史
学
研
究
』
第
一

　
九
｝
血
問
写
、
　
｝
九
五
山
編
年
。

⑥
　
『
三
国
志
臨
巻
～
『
魏
書
・
武
帝
紀
輪
浦
安
九
年
。

⑦
前
掲
拙
稿
「
戦
国
秦
漢
大
小
畝
捌
新
誕
」
に
お
い
て
、
一
自
作
農
家
族
の
耕
作

　
能
力
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
秦
漢
以
後
の
大
畝
制
の
下
で
、
平
均
し
て
五
人
家

　
族
、
労
働
力
二
人
の
場
合
に
、
そ
の
耕
作
能
力
は
五
〇
畝
（
三
四
・
五
六
市
畝
に

　
相
当
）
前
後
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

⑧
呉
承
洛
欄
中
国
度
堂
衡
史
轍
（
商
務
印
書
館
、
一
九
五
七
年
修
訂
本
）
第
；
一

　
表
で
は
、
後
漢
期
の
｝
升
は
一
九
八
・
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
し
、
蓼
魏
期
の
一
升

　
は
二
〇
工
・
三
と
し
て
い
る
。
呉
慧
『
中
国
歴
代
糧
食
畝
塵
研
究
隔
付
録
二
で
は
、

　
後
漢
期
建
武
大
司
嵩
置
の
一
升
に
当
た
り
は
｝
九
六
、
元
初
大
別
農
銅
斗
の
一
升

　
当
た
り
は
一
九
九
、
曹
魏
期
の
実
物
銅
解
の
｝
升
当
た
り
は
一
一
〇
五
、
と
し
て
い

　
る
。

⑨
粟
一
〇
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
実
測
重
鑑
は
丁
三
五
市
斤
、
万
国
鼎
「
秦
漢

　
度
鑓
衡
畝
考
」
（
隅
農
業
遺
産
研
究
集
刊
』
第
二
輯
、
中
華
書
局
、
　
｝
九
五
八
年
）

　
を
参
照
。

⑩
万
国
鼎
門
秦
漢
度
量
衡
畝
考
」
、
王
達
「
試
評
隅
中
尊
度
量
衡
史
』
中
秦
漢
度

　
量
衡
畝
之
考
証
」
（
『
農
史
研
究
集
刊
』
　
第
一
冊
、
科
学
出
版
社
、
　
一
九
五
九
年
）
、

　
曽
秀
武
「
中
国
歴
代
尺
度
概
述
」
（
凹
歴
史
研
究
隔
｛
九
六
四
年
第
三
期
）
な
ど
参

　
照
。

曹魏租調制度についての一考察（張）

お
　
わ
　
り
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
以
上
、
主
に
日
代
租
賦
制
度
の
弊
害
や
後
漢
社
会
の
変
化
な
ど
の
方
面
か
ら
、
曹
魏
租
調
制
、
申
で
も
特
に
そ
の
租
額
「
収
田
租
下
獄
斗
」

の
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
そ
の
意
図
は
学
界
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
関
心
を
喚
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。
以
上
の
叙
述
か
ら
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

わ
か
る
よ
う
に
、
本
稿
は
周
国
同
氏
「
田
文
」
の
上
に
立
っ
て
論
を
展
開
し
て
き
た
た
め
、
「
収
田
租
畝
四
斗
」
の
合
理
性
に
関
す
る
諸
般
の

論
考
に
つ
い
て
は
、
合
わ
せ
て
周
国
林
氏
「
両
文
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
こ
こ
で
～
つ
実
に
素
朴
な
疑
問
が
あ
る
。
則
ち
、
も
し
曹
魏
租
艦
齢
の
田
租
額
が
本
当
に
一
畝
に
つ
き
「
四
升
」
、
租
率
に
し
て
　
○
○
分
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の
一
位
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
中
国
史
上
最
も
軽
い
稚
率
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
な
ぜ
聖
代
の
軽
租
政
策
を
称
え
る
ば
か
り
で
、

漢
代
よ
り
三
倍
も
低
い
は
ず
の
曹
魏
の
軽
租
政
策
を
称
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
素
朴
な
疑
問
は
筆
者
を
当
惑
さ
せ
、
曹

魏
租
調
制
に
関
す
る
諸
問
題
解
明
へ
向
か
わ
せ
た
原
点
で
も
あ
る
。
な
ぜ
曹
話
芸
調
制
の
田
租
問
題
に
対
し
わ
れ
わ
れ
は
十
分
な
認
識
を
し
て

な
か
っ
た
の
か
。
い
ま
、
ふ
と
思
い
つ
い
た
こ
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
漢
代
の
田
租
は
名
義
上
は
定
率
租
で
あ
り
、
三
十
七
一
と
の

租
率
は
周
代
以
来
の
伝
統
的
な
什
一
の
税
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
本
質
は
ど
う
で
あ
れ
、
い
ず
れ
が
重
く
い
ず
れ
が
軽
い
か
は
、
一
目
了
然
で
あ

る
。
一
方
漢
代
の
亙
／
3
0
の
定
率
租
と
曹
魏
の
定
額
畝
「
四
升
」
と
は
、
計
算
を
し
な
け
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
比
較
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、

総
代
畝
収
一
解
説
や
一
・
五
解
説
が
国
議
長
い
間
わ
れ
わ
れ
の
考
え
を
支
配
し
て
き
た
。
畝
収
～
鱗
な
ら
、
三
十
税
一
の
税
率
で
一
畝
の
田
租

は
三
・
三
升
、
約
三
升
と
な
る
。
こ
の
三
升
と
曹
魏
の
一
骨
の
田
租
「
四
升
」
と
は
、
い
か
に
も
自
然
で
調
和
感
が
見
え
、
し
か
も
や
や
も
す

れ
ば
両
論
の
農
業
生
産
の
進
歩
を
説
明
す
る
史
料
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
代
畝
収
三
解
説
に
従
え
ば
、
三
十
税
一
で
一
説
当
た
り
の

田
租
は
約
一
斗
と
な
る
。
し
か
し
、
平
中
氏
は
一
斗
で
は
多
す
ぎ
る
と
考
え
て
こ
れ
を
故
意
に
半
額
の
五
升
ま
で
下
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え

方
は
、
そ
の
根
本
を
追
究
す
る
と
や
は
り
漢
代
畝
収
一
難
解
に
由
来
し
て
い
る
。
秦
野
壷
晋
期
の
管
制
・
畝
収
を
慎
重
に
再
検
討
し
、
両
漢
特

に
後
漢
期
の
政
治
と
社
会
の
変
動
を
明
ら
か
に
し
て
は
じ
め
て
曹
魏
語
調
制
に
潜
む
大
き
な
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
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へ

稿
で
確
認
さ
れ
た
、
曹
魏
租
調
制
の
田
租
額
が
正
し
く
は
「
収
田
租
認
諾
斗
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
き
、
西
堺
の
課
田
・
戸
増
嵩
、

北
魏
前
期
の
若
輩
制
度
及
び
均
田
制
下
の
租
論
叢
の
性
格
に
つ
い
て
今
後
新
た
に
検
討
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
以
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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have　seen　above，　Vespasian’s　eastern　policy　not　only　reconstructed　the　imperiai

finances，　but　laid　the　foundations　of　the　Roman　Empire　in　the　second　century．

　　　　　Study　on　the　Land　Tax　System

under　the　Wei魏Dynasty（220－265　A．　D．）

　　　　　　With　Refence　to　the　Land　Tax　Rate

by

Zhang　Xuefeng

　　Conceming　the　new　tax　system　established　by　Cao　Cao（曹操）in　204　A．　D．，

recent　studies　have孤a稲y　f6cused　on　the　household　tax　system（戸調制）f6r　its

epoch－making　character．　On　the　otker　hand，　the　land　tax　system　has　rarely

received　sufficient　notice，　and　it　is　almost　taken　for　granted　that　the　tax　rate　was

actually　4　sheng（升）per　mu（畝）as　described　in　several　sources．　This

supetficial　presumption　has　biased　not　only　the　realization　of　the　historical　nature

of　the　new　tax　system，　but　also　that　of　agricultural　production　and　the　tax　system

of　former　and　later　periods．　This　paper　questions　the　tax　ra£e　of　4　sheng　per　mu

considering　the　resembiance　between　the　chinese　characters　sheng（升）and　dou（

SF）　in　shape．　lt　basically　agrees　with　some　recent　scholars　on　the　rate　of　4　dou

per　mu，　and　goes　further　to　explore　the　historical　significance　of　the　Rew　tax

system．　lt　is　summarized　as　foilows：

　　This　paper　begins　with　a　review　of　the　debate　on　the　validity　of　the　tax　rate　of

4　sheng．　lt　points　out　that　this　question　should　be　discussed　in　a　broad　historical

context，　and　hence　turns　to　the　typical　features　and　problems　of　the　tax　system

岨der　the　Han（漢）dynasty．　As　recent　studies　have　revea豆ed，　the　tax　system　of

the　Han　dynasty　is　basically　composed　of　a　Hght　land　tax　with　the　low　rate　of　1／30，

and　a　head　tax　which　is　ievied　in　cash．　The　former　favoured　large　laltdowners

while　scarcely　benefiimg　peasants．　Moreover，　the　latter　oppressed　peasants　who

had　no　cash　income．　Thus　both　aspects　of　this　tax　system　led　to　the

concentration　of　lanclholding　by　large　landowners　and　the　ruin　of　peasants．　From

the　middle　of　the　Later　Han　dynasty　onwards，　the　social　problems　caused　by　the

tax　system　became　more　and　more　evident，　and　the　othcials　of　the　intellectual

（964）



school　began　to　criticize　the　light　land　tax　and　demand　tlte　restoration　of　the

previous　tax　rate　of　1／10．　Finally，　the　intellectual　othcials　participated　in　Cao

Cao’s　government　and　realized　their　demand．　Tlte　spot　household　tax，　and　the

land　tax　with　the　rate　of　4　dou　per　mu　which　was　equal　to　approximately　1／10　in

terms　of　the　agricultural　production　at　that　time，　were　fomulated．

　　The　land　tax　rate　of　4　dou　per　mu　under　the　Wei　dynasty　as　con鉦med　here

would　undoubtedly　be　an　important　basis　for　examining　the　agricultural　production

and　the　tax　system　of　the　six　dynasties　period．
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